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各税務署長殿

大阪国税局長

（官印省略）

令和5年分確定申告期における事務実施上の留意事項について（指示）

標題のことについて、次の通達に定めるところによるほか、別冊のとおり、適切に実施されたい。

1 共通

・ 令5.6. 16付課総2-19ほか15課共同「令和5事務年度における課税部（部門）の事務運営

に当たり特に留意すべき事項について（指示)」

・ 令5. 10.26付課個4－90ほか2課共同｢令和5年分確定申告期における閉庁日対応について(指

示)」

2個人課税事務

・ 平21.6.26付課個4－35ほか11課共同「『個人課税事務提要（事務手続編） 』の制定につい

て（事務運営指針） 」

・ 令5．7．3付大局課一個（一）第67号ほか18課共同「令和5事務年度における個人課税事務

実施要領について（指示） 」

3資産課税事務

・ 平21.6.26付課資5-48ほかll課共同「『資産税事務提要｣の制定について(事務運営指針)」

・ 令5．7．3付大局課一資（一）第76号ほか21課共同「令和5事務年度における資産課税事務実

施要領について（指示)」

大分類 共通（法令・通達）

中分類 指示及び指示関係書類

名称'1汐銅 指示文書（正本）

保存期間
満了 日

暦10年(令和15年12月末）
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令和5年分確定申告期における事務実施上の留意事項について
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第 共通

基本的な考え方

確定申告期は多数の納税者が来場する繁忙期であり、限られた人員で大量の事務を正確か

つ迅速に処理する必要がある。

このため、令和5年分確定申告においては、局署・挙署一体体制の下、関係各課部門間で

e-Tax申告及び
－

ドを利用した自宗等からのマイナンバーカー十分な連携・協調を図り、

キャッシュ.レス納付をこれまで以上に強力に推進するとともに、適切な申告相談体制の構

築・運営により、相談事務・内部事務の効率化や納税者利便の向上を図る。

特に、確定申告期に行う事務については、特定の職員に過重な負担が掛からないよう、適

正かつ効率的に実施する。

なお、適格請求書等保存方式（以下Iインボイス制度」 という｡）の開始後、初めての確

定申告となり、消費稜

期中における来 者潅定申告期前の確定申告会場の廃止などにより

曽加が見込まれることから、局署・挙署一体体制の下、関係各課部門と十分な連携攻の ●

調を図る。

ル ギ会ナ 関係民団体等 ．. ：二 目談の

(以下「月場した納税者への丁寧な指導・説明を行うほか Tイ税及ひ復興特 イ け 劣旦壬橿

という｡）の確定申告期後も含めて、納税者が適正に申告・納税できるような体制の構

築に努める。

e-Tax申告及びキャッシュレス納付を利用したさらに、 自宅等からのマイナンバーカード

の推進に当たっては、スマホによゑe-Tax里豈の利便性スマホによる青色申告決算書等の

作成機能など)_やe-Tax申告のﾒﾘｯﾄ （ﾏｲﾅポｰﾀﾙ連携対象ヂｰﾀの拡大など）を訴

求した広報を実施するとともに、マイナンバーカード方式による スマホ申告を中心とした会

場運営に取り組むほか、振替納税やスマホアプリ納付を中心としたキャッシュレス納付の活

用により署内領収の削減につなげる。

また、確定申告会場においては、入場整理券方式（別添1 「確定申告会場における入場整

弓滑な会場運理券方式について」参照）を引き続き実施し、来場者数の平準化を図るなど

営を行う。

おって、各種施策により得られる効率化効果

他部門からの応援事務量の適正化を図りつつ、

や

超

期中処理の促進による効果を的確に反映し

過勤務の縮減や確定申告期前及び期後にお

ける調査関係事務量の確保に確実に結び付けるほか、令和5年分確定申告期終了後において

は、各種施策及び事務の実施状況を検証・評価し、令和6年分確定申告期に向けて改善すべ

き事項等を抽出・整理する。

2納税者等への対応及び苦情等の未然防止

確定申告期は、極めて多数の納税者等と接触し、また、国民の税に対する関心が最も高ま

る時期であることから、適切かつ丁寧な対応に努めるとともに、適正な事務処理の遂行をよ

り一層徹底し、苦情等の未然防止を図る。

なお、相談会場等において納税者から苦情等が発生した際には、必要に応じて統括官等の

管理者がその対応に当たるなど、状況に応じた適切な対応に努める。

また、障害者に対しては、 「国税庁における障害を理由とする差別の解消に関する対応要
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領」 （平成27年国税庁訓令22号）に基づき、適切に対応する。

おって、納税者から寄せられた苦情等に対しては、平15. 1.29付大局総総（一）第53号

「苦情等処理要領の制定について（事務運営指針)」に基づき、また、緊急対応事案につい

ては、平15. 1.29付大局総総（一）第51号「緊急対応体制の整備について（事務運営指針)」

に基づき、迅速かつ的確に対応するとともに、その内容を速やかに局主管課まで報告する。

3法令及び事務処理手順の遵守等

確定申告期は、 日々大量の申告書等が提出されることから、一たび、事務処理誤りや個人

情報の外部流出が発生すると、税務行政に対する国民の信頼を大きく損なうことになり、組

織の根幹を揺るがしかねず、また、 じ後の対応にも多大な時間と労力を要することとなる。

このため、各種事務の遂行に当たっては、非常勤職員を含む全職員（以下「職員等」 とい

う｡）が定められた法令及び事務処理手順を確実に遵守し、納税者情報等を含む行政文書・

情報の管理の徹底を図る。

（1） 行政文書、パソコン等の管理

行政文書、パソコン等の管理については、 「国税庁行政文書管理規則」 （平成23年国税庁

訓令第1号)、 「国税庁行政文書取扱規則」 （平成23年国税庁訓令第2号)、平23.4.1付官

総7－8 「国税庁行政文書管理規則細則（事務運営指針)｣、平23．4． 1付大局総総（文）

第97号「『大阪国税局管下税務署行政文書管理・取扱要領』の制定について（事務運営指

針)｣、 「大阪国税局及び管内税務署耐火書庫管理規程」 （昭和37年大阪国税局訓令第1号）

及び平20.6.27付大局総事（総）第55号ほか16課共同「大阪国税局における『情報セキュ

リティ管理要領』の制定について（事務運営指針)」に基づき、徹底を図る。

特に、申告書等については、所在不明や誤廃棄となることを未然に防止する観点から、

申告書等の収受から台帳編てつに至るまでの動線や処理スペースなど、いつ、どの場所で

所在不明等となる可能性があるかを検証した上で、所要の措置を講ずる。

なお、パソコンを移設した場合は、移設先において、セキュリティワイヤによる固定や

施錠した保管庫での保管を確実に実施するとともに、現物確認を徹底する（パソコンの設

置・保管場所が庁舎外である場合は、庁舎と同等のセキュリティが確保できる建物であり、

かつ、施錠可能な保管スペースが確保でき、外部から容易に内部を見ることができない場

所に限ることに留意する｡)。

おって、パソコン等情報処理機器については、署全体として有効活用されるよう、執務

環境の整備に十分配意する。

(2)情報の管理の徹底

マイナンバーを含む特定個人情報は「国税庁の保有する個人情報の適切な管理に関する

訓令」 （平成17年国税庁訓令第3号)、平27.9. 11付官公113「特定個人情報等の適切な取

扱いのための措置について（事務運営指針)」に基づき、厳格な管理が必要であることか

ら、特定個人情報を取り扱う際には、定められた取扱規則等に従い、関係各課部門間の適

切な引継ぎや厳正な廃棄の処理を確実に実施するとともに十分な安全管理措置を講ずるな

ど、適切に対応する。

なお、多数の納税者が来場する確定申告会場については、特定個人情報の安全管理措置

の徹底を図るとともに、別冊様式1 「確定申告会場等における安全管理措置等確認チェッ

ク表」により、安全管理措置が確実に講じられているか確認を行う。
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携・協調を図る唾

年分確定申告においては特に、令和5

が適切に申告・納税することができるよう
毒

とい

司知・広謝

望に当たってはなお、各種説明会の開 皇の

事業者がインボイス制している動画の紹介を行うなど内、指導機関の紹介、国税庁が

事業者の立場に立った丁寧な対応を行う。度の取扱いに不安を抱くことがないよう

おって、確定申告会場においては、国税庁ホームページ内の各種パンフレット・ リーフ

できるような会場運営に取り組む

5 自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Tax申告及びキャッシュレス納付の推進笠

(来場者数の削減策）

自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Tax申告及びキャッシュレス納付について

は、これまでに実施した各種施策の効果を適切に評価・分析の上、 自宅等からのe-Tax申告

及びキャッシュレス納付が見込まれる者、大口源泉徴収義務者や官公庁等を通じた従業員及

び税理士等に対する利用勧奨並びに地方税当局や関係民間団体等に対する協力要請等につい

て、引き続き、積極的に取り組む。

特に、 1月から還付申告が可能であるため、可能な限り早期（1月中旬を目安）から順次

する広報を重点的に行う。

なお、その実施に当たっては、関係各課部門間で十分な連携・協調を図り、署全体として、

事務の繁忙に応じた弾力的な運営が円滑に実施されるよう努めるとともに、特定の職員に過

重な負担が掛かることがないよう配意する。

また、電話相談、申告書控えの返送時など、直接・間接を問わず納税者と接する機会につ

いても、関係各課部門と連携・協調を図り、 自宅等からのマイナンバーカードを利用した

e-Tax申告及びキャッシュレス納付の勧奨を確実に行う。

自宅等からのe-Tax申告へ移行しやすい納おって、来場者等への利用勧奨に当たっては、

マイナンバーカード方式によるスマホ申告を積極税者層（スマホ操作できる者）を中心に

的に案内するほか、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」 （以下「庁HP作成

コーナー」 という。 ）で申告書等が容易に作成できること、申告書等の作成に当たり不明な

点は、国税庁ホームページ（タックスアンサー・チヤットボット等）による自己解決や電話

による相談が可能であることを積極的に呼び掛けることに留意する。

6内部事務の適正かつ効率的な実施

内部事務については、令5．12．8付大局総企（三）第924号ほか3課共同「令和5年分確

定申告期における内部事務の留意事項について（事務連絡)」 （以下「内部事務留意事項」 と

いう｡）に基づき、事務処理手順を確実に遵守するとともに、 統括官等の管理者は 特定の

事務が滞留し、一連の処理が遅延することがないよう、関係各課部門で十分な連携・協調を
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図るなど、進捗管理を徹底するとともに、スケジュール感を持って、適正かつ効率的に実施

する。

なお、還付審査事務及び期中処理事務に従事する職員の配置に当たっては、前年の還付申

告件数、処理状況及び本年の事務処理内容を基に処理計画を策定し、必要な人員を確保する。

また、申告書等の行政文書の管理に当たっては、文書の移動ルートや受渡し担当者をあら

かじめ定め、書類ごとに保管場所や管理責任者を指定するほか、庁舎のスペース上、可能な

限り、個人課税、資産課税（担当）部門の内部事務担当者と管理運営部門の入力事務担当者

が同一フロアで従事する体制を構築するなど、各署の実情に応じて工夫の上、別冊様式2

「内部事務における安全管理措置等確認チェック表」及び別添2 「内部事務におけるレイア

ウト等の留意事項」を活用して確実な事務処理と文書管理の徹底を図る。

おって、郵送により提出される申告書等の開封作業や控えの返送等に当たっては、書類の

混在及びダブルチェックの形骸化による誤発送の防止に十分留意するほか、処理に遅延が生

じた場合、審査事務等の後続の事務処理に影響を及ぼすことから、一連の事務処理が効率的

に行えるよう郵送事務の進捗管理を徹底するとともに、関係各課部門で十分な連携・協調を

図る。

7業務センター室と対象署との共同処理体制の構築等

業務センター室（分室を含む。以下「センター」 という｡）における確定申告期の事務に

ついては、対象署との共同事務処理を前提としているため、センターの対象署においては、

局から示された共同事務処理体制案を踏まえ、各部門の事務計画に必要な投下事務量などを

反映させる。

なお、投下事務量を反映した事務計画に変更が生じる場合は、センターと対象署で協議の

上、柔軟に事務計画の見直しを行う。

8勤務時間管理の徹底

管理者は、勤務時間の管理が自らの重要な職責であることを認識し、各職員の勤務状況を

常に把握した上、勤務時間を適正に管理する。

特に、休憩時間については、職員の疲労回復、勤務能率の維持といった重要な役割を果

たすものであることから、確定申告期においても全職員が確実に取得できるよう、引き続

き、勤務時間管理の徹底に努める。

9関係民間団体等との連携・協調

確定申告期の各種施策を円滑に実施するためには、関係民間団体等からの税務行政に対す

る理解と協力が不可欠である。

特に、納税協会をはじめとした関係民間団体との連携・協調に当たっては、署全体に関わ

る最重要課題の一つと認識した上で、署長主導の検討・管理体制の下、平30.6.29付総総

（納）第10号ほか6課共同「関係民間団体との連携・協調について（事務運営指針） 」に基

づき、事務系統横断的に、連携・協調策を検討・実施する。

10職員等の健康管理

統括官等は、職員等の健康状態を常に把握し、体調の優れない職員等に対しては、速やか
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に医師の診察を受けるよう積極的に指導するとともに、確定申告期前後における健康診断受

診の徹底を図るほか、嘱託医の来署健康相談時には、職員等が気軽に相談できる職場環境作

りに努める。

なお、感染症や風邪の予防にも効果的であることを踏まえ、手洗いや手指消毒等の手指衛

生を励行するとともに、定期的な換気を行う。

マ'スクの ：：

対応窓口 定申告会場等）においては、納税者等の状況に即した柔軟な対応を心掛

ける。

おって、統括官等は､情報機器作業に従事する職員について、人事院指針「情報機器作業

従事職員に係る環境管理、作業管理及び健康管理について（通知)」に沿った管理を行うと

ともに、長時間従事させることのないよう十分配意するほか、各自のクライアントパソコン

に「作業経過時間通知メッセージ」が表示されるため、メッセージ表示の際には、作業を中

止し、小休止を取らせるよう配意する。

第2確定申告期広報

確定申告係事の円滑な実施の点から、局において取り組む統一的な広に加え

各署においては、各種広報紙（誌）や回覧板への周知文の掲載、地方税当局、金融機関、病

院、関係民間団体等の窓口など広報効果が高いと認められる場所へのポスターの掲示やリー

フレットの備付け、地元企業に対する従業員への周知依頼など、地域に密着した広報に取り

組む。

なお、確定申告に係る広報については、令5.12. 12付大局総広第458号ほか7課共同「令

和5年分確定申告期における広報等の実施について（指示)」に基づくほか、以下の事項に

留意の上、取り組む。

1 自宅等からのヨイナンバーカードを利用したe-Tax申告の推進

自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Tax申告については、納税者利便の向上、

来場者数の削減及び確定申告関係事務の効率化につながることから、各種媒体を利用した

広報に努めることとし、 e-Tax及び庁HP作成コーナーの利用について積極的な広報を実

施する。

特に、 「e-Tax利用の簡便化（マイナンバーカード方式及びID・パスワード方式） 」 、

「スマホを利用した申告」及び「振替納税やスマホアプリ納付を中心としたキャッシュレス

に掲げる様式を活用するなどして納付」については

①スマホによるe-Tax申告の利便性

(例） ・ スマホがICｶｰリーダライタの代わりになること

スマ よる宵.． 』. ”の作成機能

一
三

・ 第三者作成書類の添付省略

還付申告書の処理期間の短縮

について訴求した広報を重点的に実施するほか、庁HP作成コーナーで申告書が容易に作成

できることを前面に打ち出すことにより、一層の利用推進を図る。
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別冊様式3 「自宅等からのe-Tax申告利用勧奨チラシ

別冊様式4 [スマホ申告利用勧奨チラシ

皇プ]。F,”〕色

華プ1．F,‘ 団一、／趣I碑

[マイナンバーカービでマイナポータルと連別冊様式8 して確定申告書に自動入力
●

なお、広報に際しては、納税者に「マイナンバーカード方式よりもID・パスワード方式

の方が利便性が高い」 といった誤解を与えないよう留意の上、

① ID･パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応であること

② 「メッセージボックス」に保管されている受信通知(e-Taxでの申告履歴）や税務署か

らのお知らせなどを確認する際はマイナンバーカード等での認証が必要であること

③早期のマイナンバーカードの取得促進を図ること

④マイナンバーカードを利用して、 「マイナポータル」から生命保険料・地震保険料控除

証明書や医療費通知情報などの申告に必要な情報をまとめて取得でき、申告書の作成時に

証明書の金額・発行元の情報などの自動入力が可能なこと

⑤マイナンバーカード方式には、マイナンバーカード発行時に設定した、次のパスワード

が必要であること

・ 利用者証明書用電子証明書（数字4桁）

※ e-Taxにログインする際に使用

・ 署名用電子証明書（英数字6文字以上16文字以下）

※電子署名を行う際に使用（2回目以降不要）

を極力盛り込んだものとする。

おって、 自宅等で作成した還付申告書は、確定申告会場の開設日前であってもe-Tax等に

より提出可能である旨、併せて周知する。

2キャッシュレス納付の推進

振替納税やスマホアプリ納付を中心としたキャッシュレス納付について、別冊様式9 「納

期限・納付手段チラシ」を活用し、積極的な周知・広報を行う。

特に、スマホアプリ納付は、

利便の更なる向上につながるホた

スマホを利用したe-Tax申告と併せて利用することで納税者

スマホ申告と併せた積極的な周知・広報を行う。め

振替依頼書のオンライン提出の推進3

スマホやパソコンを利用し、振替依頼書の記入や金融機関届出印の押印なしにe-Taxで

振替依頼書を提出できることから、振替納税を希望する者に対しては、振替依頼書の交付

に併せて「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を交付するなど、積極的な周知・広

報を行う。

4 タックスアンサー・チヤットボット ･国税相談鳶 用ダイヤル等の利用推進

音に向けた周知・広報については、令5．9．29付大局総総（一）第542号ほか3課共同「税

務相談事務の効率化に向けた周知・広報について（事務連絡） 」に基づき積極的に行う。
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5 インボイス制度に係る広報

インボイス制度に係る広報については、 インボイス制度の円滑な実施を図るため、局署．

挙署一体体制となって制度の周知・広報に取り組む。

なお広に当たっては別冊様式10「インボイスリ度周知チラシ（令和5年10月1日イ

ンボイス制度開始） 」や別冊様式u「インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です

（個人事業者用） 」等を活用し、 「インボイス制度特設サイト」及び「インボイスコールセ

ンター」について周知・広報を行う。

6記帳・帳簿等保存制度

記帳・帳簿等保存制度等の定着を図るため、地方税当局、関係民間団体等と連携・協調を

図り、別冊様式12 「周知用リーフレット （記帳・帳簿等の保存制度)」の窓口等への備付け

のほか、回覧板や広報紙（誌）等の各種広報媒体を利用した周知・広報を行う。

7電子帳簿保存法の改正筆

令和6年1月1日以後に適用される令和5年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直し

については、別冊様式13 「周知用パンフレット（電子帳簿保存法の内容が改正されました）

を活用し、周知・広報を行う。

なお、改正後の電子帳簿保存法の内容については 別冊様式14「周知用リーフレット （は

15 「周知用リーフレット （はじめませじめませんか、帳簿・書類のデータ保存)｣、別冊様式15 「周知用リーフレット （はじめませ

んか、書類のスキャナ保存)｣、別冊様式16 「周知用リーフレット （電子取引データは電子
一

） 」及び別冊様式17 「周知用リーフレット （ご存じで

を活用し、周知・広報を行う。

データのまま保存する必要があります

すか？電子取引データの保存方法） 」

8確定申告会場の開設期間及び相談受付時間

確定申告会場の開設期間及び相談受付時間（開設期間： 2月16日から3月15日、相談受付

時間： 16時までであるが、混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があること）につ

いては、全署統一とすることから、開庁時間内に申告相談業務が終了できるよう、局におい

て取り組む統一的な広報に加え、署においては、各種広報紙（誌）や回覧板への周知文の掲

載、地方税当局、金融機関、病院、関係民間団体等の窓口など広報効果が高いと認められる

場所へのポスターの掲示やリーフレット （別冊様式18 「確定申告会場開設日等周知リーフ

レット」など）の備付け、最寄駅から署までの動線における看板等の設置など、地域に密着

した一歩踏み込んだ広報に取り組む。

なお、確定申告会場の開設当初及び確定申告期限間際は混雑が予想されることについても

併せて周知する。

おって、令和5年分確定申告期において、資産税関係相談の期日指定方式の試行に関係す

る署については、令5．10．3付大局課一資（一）第93号ほか3課共同「令和5年分確定申告

期における資産税関係相談の期日指定方式による対応の試行について（指示)」に基づき適

切に実施する。

g e－Tax等による申告書の早期提出

e-Tax等による申告書の早期提出に係る広報については、別添3 「チラシ等に活用する広
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報文例」を活用するなど、庁HP作成コーナー等を利用して、早期の提出が図られるよう積

極的な広報を実施する。

なお、各種説明会等においては、 e-Tax申告の利用勧奨を積極的に行う。

また、税理士会をはじめとする関係民間団体に対しては、引き続き、機会あるごとに

e-Tax等による申告書4添付書類を含む｡)_の早期提出を依頼する。

おって、郵送による提出に係る広報に当たっては、別冊様式19 「申告書の税務署への送付

に当たって」などを活用する グー対象署にあっては、別冊様式20 1大阪国税后

らのお知らせ (税務署の内部事務のセンター化)」を活用するなどし、管轄のセンターへ直
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10申告書等の入手方法

納税者利便の向上及び申告書送付依頼の削減を図るため、確定申告関係諸用紙は国税庁

ホームページから入手できることについて、積極的に周知・広報を行うとともに、庁HP作

成コーナーの利用についても併せて周知・広報を行う。

11 申告書へのマイナンバーの記載及び番号法上の本人確認書類の写しの添付等

所得税等、消費税等及び贈与税の申告書について、マイナンバーの記載及び番号法上の本

人確認書類の提示又は写しの添付等が的確に実施されるよう、別冊様式21 「周知用ポスター

（マイナンバー制度） 」の庁舎内等への掲示のほか、窓口等において納税者と接する際には、

「周知用リーフレット （マイナンバー制度） 」 （以下「マイナンバーリーフレット」 とい

う。 ）を手交し、積極的な周知・広報を行う。

なお、マイナンバーが記載されていない、又は本人確認書類の持参がない者に対しては、

マイナンバーリーフレットを活用し、マイナンバーの記載等は法律で定められた義務である

ことを説明の上、併せて、マイナンバーカードの取得促進に向け、マイナポータル連携によ

る確定申告手続の簡便化及び健康保険証利用申込並びに公金受取口座登録などについて、積

極的に周知・広報を行う。

おって、周知・広報に当たっては、地方税当局や関係民間団体等と連携し、広報紙（誌）

への掲載や各種説明会の場などあらゆる機会を捉えて、積極的かつ確実に取り組むことに留

意する。

【｢マイナンバーリーフレット」掲載場所】

文書ライブラリ→07_企画課文書ライブラリ 【その他】 →03_マイナンバー・法人番号

→02-リーフレット （広報用） ‐01-マイナンバー
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12国税手続の簡素化

国税手続の簡素化に係る広報については、別冊様式22 「平成31年4月1日以後の申告書の

提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました」等を活用し、確定申告書への源泉徴収

票等の添付が不要になったことのほか、源泉徴収票等の内容は、住民税に関する事項を含め、

確定申告書第二表等に確実に記載すること及び確定申告会場等で確定申告書を作成する場合

には、源泉徴収票等を持参する必要があることについても併せて周知・広報を行う。

13適正申告の推進

働き方が多様化する中で、副収入がある者等に対する適正申告の啓もうを図るため、別冊

様式23 「周知用リーフレット （新たに個人で事業をスタートされる方へ） 」及び別冊様式24

「周知用リーフレット （ 「副収入も申告が必要です」注意喚起文） 」を署窓口へ備え付ける

等に対して窓口等ほか、地方税当局 への備付けを依頼するなど、効果的な周知・広報を行う。

14納税に関する情報

納付手続唾予納制度（計画的な納税資金の積立て） 、猶予制度の概要等、納税に関する情

報の周知・広報については、国税庁ホームページ「納税に関する総合案内」や各種リーフ

レットを活用し、地方税当局、関係民間団体 脱理士会等の協力を得るなどして、効果的 ●

効率的に実施する。

特に

とから

を積極的に実施する。

るなど塾積極的に振替納税の利用勧奨を行う‘

15 申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し

等に対して周知・広報を行う。

なお、周知・広報の実施要領等については、別途指示する。

16税制上の制度等の周知

(1) 医療費控除の提出書類の簡略化

医療費控除の提出書類の簡略化に係る広報については、庁舎内、地方税当局、病院、薬

局等の窓口など広報効果が高いと認められる場所に別冊様式26「医療費控除の提出書類簡

略化周知チラシ」を備え付けるなど、積極的な周知・広報を行う。

なお、令和2年分以降は、医療費の領収書の添付又は提示によらず、医療費控除の明細

書の添付が必要であることの周知・広報を確実に行うことに留意する。

おって、医療費の領収書を5年間保存する必要があること及び税務署長からの求めに応

じて領収書を提示又は提出しなければならないことについても併せて周知・広報を行う。
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(2) 国外居住親族に係る扶養控除の改正

国外居住親族に係る扶養控除の改正に係る広報 については、別冊様式27 「令和5年1月

以後に非居住者である扶養親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」等を活用し、令

に「留学ビザ等書類」又は「38万円送金書類」の提出又は提示が必要となることの周知．

広報を行う。

(3) 災害に係る税制上の制度

自然災害等による被災者に対しては、災害に係る税制上の制度周知を図るため、国税庁

ホームページの「災害関連情報」を案内し、被災者に寄り添った対応を行う。

(4)復興特別所得税

復興特別所得税については、記載漏れ防止の観点から、地方税当局、関係民間団体等と

連携・協調を図り、各種広報媒体を利用した周知・広報を行う。

(5) 年金所得者申告手続不要制度

年金所得者申告手続不要制度の定着を図るため、署窓口への備付けのほか、地方税当局、

公共職業安定所等の年金受給者が多く参集されることが見込まれる機関に対して、別冊様

式28 「周知用リーフレット （年金所得者申告手続不要制度)」の窓口等への備付けを依頼

するなど、積極的な周知・広報を行う。

(6) 国外財産調書の提出制度

国外財産調書の提出制度の周知を図るため、別冊様式29 「周知用リーフレット （｢国外

財産調書制度」のあらまし)」を確定申告会場等、当該調書の提出義務者の目に付きやす

い場所に設置するほか、別冊様式30～32「国外財産調書合計表」等を備え付ける。

(7)財産債務調書の提出制度

財産債務調書の提出制度の周知を図るため、別冊様式33 「周知用リーフレット（ 「財産

債務調書制度」のあらまし)」を確定申告会場等、当該調書の提出義務者の目に付きやす

い場所に設置するほか、別冊様式34～37 「財産債務調書合計表」等を備え付ける。

17確定申告期広報に係る効果測定の実施

確定申告に係る広報については、関係部門と協力の上、各署総務課においてアンケートを

実施し効果測定を行う。

なお､実施方法の詳細については、別途連絡する。

第3確定申告説明会の開催

確定申告説明会の開催に当たっては、これまでの実施結果等を参考に、会場の選定、統廃

合及び案内方法について十分に検討を行うとともに、個人課税部門と資産課税（担当）部門

が共同で開催するなど効果的かつ効率的な実施に努める。

なお、説明会においては、次の事項を説明内容に確実に盛り込むほか、納税者にとって分
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かりやすい説明となるよう配意する。

①e-Tax申告及び庁HP作成コーナーの利用勧奨

②確定申告会場の開設期間及び相談受付時間

③e-Tax等による申告書の早期提出

④マイナンバー制度

⑤国税手続の簡素化

⑥医療費控除の提出書類の簡略化

⑦青色申告、記帳・帳簿等保存制度

⑨キャッシュレス納付の利用勧奨

特に、 e-Taxや庁HP作成コーナーの利用勧奨を行う際には、

マイナンバーカード方式によるスマホ申告が便に伴い 利であることや申告書作成に当たり

不明な点は国税庁ホームページ（タックスアンサー・チャットボット等）による自己解決や

電話による相談が可能であることを確実に説明するとともに、 「令和5年分一確定申告書等作

成コーナーの画面遷移（スマホ版)」や作成コーナー用パソコンを活用して申告書の作成方

法等を説明するなど、工夫を凝らして実施する。

（注） 確定申告説明会の出席者で、申告書等の提出を希望する者に対しては、 e-Taxや郵送により提出す

るよう指導し、それでもなお希望する者については受理する（所得税基本通達120-2) 。

第4申告相談事務

1 申告相談体制の構築・運営

(1)適切な申告相談体制の構築・運営

確定申告会場においては、スマホや作成コーナー用パソコンを活用した申告相談体制を

基本として、納税者の事情や意向等を踏まえつつ、納税者のスマホやパソコンの操作習熟

度に応じた適切な操作補助を徹底するとともに、スマホコーナー及びパソコンコーナー

（以下「スマホコーナー等」 という｡）における職員等の適正配置に努め、申告相談事務

の効率化を図る。

なお、来署スマホ申告者は、 自宅等からのe-Tax申告への移行率が高いことを踏まえ、

自宅等からのe-Tax利用を一層促進し、翌年以降の来場者数の削減を図る観点から、 自宅
－

スマホコー多孑丁しやすし、納税零

ナーに誘導するとともに、マイナンバーカード方式によるスマホ申告

ただし、贈与税の申告については、スマホ申告に対応していないた

を促す

めスマホコーナーに

誘導せず、 「自宅等からのe-Tax申告勧奨 チラシ（贈与税)」 （別冊様式6）を来場者に配付

の上、 パソコンコーナーへ誘導する

また パソコンコーナーの利用を希望する者に対しては、スマホ申告を強要することの

ないよう留意する。

インボイス制度の開始におって って増加が見込まれる消費税申告相談にも柔軟かつ

丁寧な対応ができるよう 関係各課部門と十分に連携を図り、適切な相談体制の構築に配

意する。
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(2) レイアウトの策定霊

確定申告会場については、スマホコーナーの設置を前提とし、特定個人情報の安全管理

措置の徹底及び前年の来場者数の状況やパソコンの設置台数など、各署の実情を踏まえた

検討を十分に行い、効率的な申告相談体制を構築する。

なお、 レイアウトの策定に当たっては、次の点に留意する。

①高齢者、妊婦、こども連れ、身体の不自由な者など、集合指導になじまない者から

の申告相談に適切に対応するため、個別相談コーナーを設置する。

なお、椅子や休憩スペースを確保するなど体調不良を訴えた来場者等に適切に対応

できる体制を整備した上、必要に応じて利用を促すなど、来場者の身体的負担に配意

する。

おって、通路の確保や誘導ブロック上に障害物を置かないなど、身体の不自由な者

等の利用に配意するほか、案内表示を分かりやすく設置するなど、利用環境の整備に

努める。

②
③ ③

番号発券機を利用するなど、待合スペース等の混雑緩和に努める‘

特定個人情報の安全管理措置の徹底を図るとともに、 「確定申告会場等における安全

管理措置等確認チェック表」 （別冊様式1）により、安全管理措置が確実に講じられて

いるか確認を行う。

④確定申告会場のスペースの有効活用を図る観点から、ハイカウンターを活用する。

2適正な人員配置

各事務への職員等の配置に当たっては、職員、非常勤職員の役割分担を明確化し、非常勤

職員を最大限活用するほか、巡回指導を原則とした集合指導方式とし、納税者自身による記

載・入力等を一層促進することにより、翌年以降の来場者数の削減及び申告相談事務の効率

化を図り、審査事務等の内部事務に重点的に配置する。

なお、 日々の来場者数、申告書の提出枚数、 e-Taxによる申告件数や審査事務等の各事務

の進捗状況等を踏まえ、相談担当者と内部事務担当者のバランスの取れた配置によって、確

定申告関係事務全体が円滑に推移するよう努めるほか、特定の職員に過重な負担が掛からな

いよう配意する。

3職員等の弾力的な配置

職員等の配置に当たっては、確定申告会場の繁閑等に応じて相談担当者を審査事務等の内

部事務に従事させるなど、弾力的に対応し、申告相談事務の更なる効率化が図られるよう努

めるとともに、休憩時間の確保など、職員等の健康管理にも十分配意する。

なお、弾力的な配置に当たっては、来場者が少なくなると見込まれる時間帯に、審査事務

等の内部事務に従事する者をあらかじめローテーション表等に表示しておくなど、その実効

性を高めるよう配意する。

おって、合同会場及び署外会場（以下「合同会場等」 という。 ）など、相談担当者と内部

事務担当者の弾力的な配置が困難な場合においては、確定申告会場の繁閑等に応じて申告書

等の集計や審査事務に従事するなど、限られた事務量を効率的に活用する。
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4相談担当者の負担軽減

相談担当者については、①原則として審査事務等の内部事務との半日単位でのローテー

ションの実施、②小休止の確実な取得などによる身体的負担の軽減策を講ずる°

なお、個人課税部門及び資産課税（担当）部門が単独でローテーションを組むことが困難

な署にあっては、個人課税部門及び資産課税（担当）部門が一体となったローテーションの

従事計画を策定する。

また、合同会場等で申告相談事務と内部事務の半日交代制が困難な場合は、申告相談事務

と内部事務を1日交代で従事させるなど、 ローテーションを工夫して、特定の職員に過重な

負担が掛からないような適切な体制の構築に配意する。

おって、統括官等の管理者は、相談担当者が確実に小休止を取得できるよう、十分に配意

~

立至皇一

5非常勤職員の効果的な配置

非常勤職員については、限られた予算の中で劫塞的に活用するため、関係各課部門と協議

の上、的確な採用計画の下で効果的に配置する。

6資産課税（担当）部門との連携

(1)個人課税・資産課税の一体的相談体制

個人課税・資産課税の一体的相談体制については、納税者利便の向上と申告相談事務の

効率化を図る観点から、個人・資産の事務系統を区分することなく来場者の申告相談に当

たる一体的相談体制を引き続き構築する。

(2) 共同事務処理体制の構築

個人課税・資産課税（担当）部門との共同事務処理は、個人課税部門における内部事務

を対象とし、事務の内容・処理手順及び実施期間について個人課税部門と資産課税（担当）

部門が十分協議の上、各署の実情に応じて実施する。

7確定申告会場の開設等

(1)確定申告会場開設前の来署者への対応

に来署した者に対しては、 自宅等からのe-Tax申告の勧奨、確定申確定申告会場開設前

通常期の相談体制の範囲内で対応する‘

なお、期前においても、開庁時間内に申告相談が終了しないと見込まれる場合は､ 16時

以前でも相談受付を終了するなど、弾力的に対応する。

また、関係各課部門と連携・協調を図り、署玄関等に相談受付が終了した旨の看板を設

置するなど、適切な措置を講ずるとともに、相談受付締切り後の来署者については、 自宅

等からのe-Tax申告へ誘導する。

別添4 「期前における来署者への対応等」及びおって、納税者への対応に当たっては、

別添5 「令和5年分確定申告における納税者対応マニュアル」を活用するとともに、期前

における来署者に対する案内については、個人課税部門が中心となり、関係各課部門と十

分協議の上、各署の実情に応じて行う。
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(2) 合同会場の開設

令和5年分確定申告においては、京都市内、大阪市内及び神戸市内の3会場において、

20署を対象とした合同会場を開設することから、円滑な会場運営に向けて局署が連携して

体制の整備を図る。

なお、合同会場で収受する申告書等に押なつする収受日付印については、別途訓令で定

める。

【合同会場】

(3) 合同会場等を開設する署の対応

合同会場等を開設する署においては、納税者が誤って署に来署することのないよう、

「確定申告会場を署外に開設し、署内では申告相談を行っていない」旨を記載した周知用

ポスターの掲示及び周知用チラシを備え付けるほか、回覧板の活用、地方税当局の広報紙

（誌）等に同様の周知文を掲載するなど、あらゆる広報媒体を活用して事前の十分な広報

に努める。

なお、署外会場を開設する署においては、令和5年分確定申告における来場者の動向等

を分析・検証し、事務効率及び費用対効果の観点から、令和6年分確定申告期における署

外会場の必要性(署内回帰の可否)_について十分に検討する｡

8確定申告会場の運営

（1） 自宅等からのe-Tax申告・キャッシュレス納付の推進

イスマホコーナーの積極的な活用

来署スマホ申告者は、 自宅等からのe-Tax申告への移行率が高いことを踏まえ、翌年

以降の来場者数の削減を図る観点から、自宅等からのe-Tax申告へ移行しやすい納税者

(スマホ操作できる者）を確実にスマホコーナーに誘導するとともに、マイナンバー

カード方式による申告を促す

ただし、贈与税の申告については、スマホ申告に対応していないためスマホコーナー

に誘導せず、 「自宅等からのe-Tax申告勧奨チラシ 贈与税） (別冊様式6）を来場者に

配付の上、パソコンコーナーへ誘導する‘

なお パソコンコーナーの利用を希望する者に対しては、スマホ申告を強要すること

のないよう留意する。

スマホによる決算書等の作成については、減価償却費情報をはじめとした入力また

データを翌年に引き継げることなどのメリットを説明の上、来場者が翌年以降に自宅等

からのe-Tax申告へ移行できるよう、事業所得者等についても積極的にスマホコーナー

に誘導する。

おって、スマホコーナー等においては、別冊様式38 「入力整理票」や別冊様式39 「消

費税等事前整理票 別冊様式40 「贈与税申告書作成事前整理票」を効果的に活用する。
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開催場所 対象署

西陣織会館 上京、左京、中京、下京、右京

梅田スカイビルタワーウエスト 大阪福島、西、浪速、西淀川、東成、東淀川、北、大淀、東、南

神戸サンボーホール 灘、兵庫、長田、須磨、神戸



ロ作成コーナー用パソコンを活用した申告相談

スマホコーナーへの誘導者以外の来場者に対しては、作成コーナー用パソコンを活用

した申告相談を行う。

なお、作成コーナー用パソコンについては、来場者自らパソコンを操作して申告書を

作成．提出する自力作成の考え方に基づき活用し、翌年以降、 自宅等からのe-Tax申告

へ誘導するとともに、申告相談事務の一層の効率化を図る。

おって、外部申告会場における作成コーナー用パソコンの活用については、署内のマ

ンパワーの確保及び効率的な運用を図る観点から、職員等の従事規模、パソコンの設

置・撤収等に係る準備事務量、来場見込者数、開設期間など多方面から検討を加えた上

で対応する。

ハ翌年以降の自宅等からのe-Tax申告の推進

来場者をスマホコーナー等へ誘導した際には、来場者自らがスマホ又はパソコンを操

作して、申告書を作成・提出する自力作成を促進するほか、入力整理票等を持ち帰らせ

ることにより、翌年以降の自宅等からのe-Tax申告へ誘導する。

なお、贈与税申告者に対しては、庁HP作成コーナーに設置されている土地等の評価

明細書作成コーナーの周知を積極的に行う。

おって、窓口で申告書を提出した者に対しては、別冊様式41 「申告書を提出された方

へのお知らせ兼e-Tax申告利用勧奨チラシ」を確実に手交するほか、庁HP作成コー

ナーを利用して自宅で作成した書面申告書を郵送等で提出した者に対しても、申告書控

えを返送する際に別冊様式42 「申告書控え等の送付のお知らせ兼e-Tax申告利用勧奨チ

ラシ」を同封するなど、翌年以降の自宅等からのe-Tax申告の推進を図る。

（注） 作成コーナー用パソコンは、土地等の評価明細書作成コーナーに対応していない。

二キャッシュレス納付の周知

申告相談の際、納付となった者については、 「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）

を交付するなど、振替納税やスマホアプリ納付を中心としたキャッシュレス納付につい

て利用勧奨を実施する。

2） インボイス制度への対応

イ確定申告会場における周知・広報

確定申告会場において、 「インボイス制度周知チラシ

制度開始1」 （別冊様式10)を造里し、①署主催のインfl塵囲雄よ」 （別冊様式10)を造里し、①署主催のインボ

(令和5年10月1日インボイス

イス制度説明会や、②国税庁

ホームページのオンライン説明会、動画チャンネル等へ誘導する。

ロ消費税等の申告相談における対応

ど、効率的な会場運営となるよう配意する｡

めての消費税申告・納税に不安を抱えている事業者の立場に立ち、柔軟かつ丁寧な対

応を行うとともに、 「インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です（個人事業

者用） 」 （別冊様式mや「消費税等事前整理票」 （別冊様式39) 、別添6 「消費税の

申告相談フロー」を活用し、次のとおり、適切に対応する。
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(ｲ） 納税者が課税取引金額計算表を作成済みの場合

スマホコーナー等に誘導した上で、申告書を作成する。

(ﾛ） 課税取引金額計算表は作成できていないものの、区分経理された帳簿等を持参して

いる場合

事前準備コーナーにおいて課税取引金額計算表を作成の上、スマホコーナー等に誘

導する。

(ﾊ） 課税取引金額計算表が作成できておらず、かつ区分経理された帳簿等も持参してい

ない場合

インボイス制度及び軽減税率制度に関する説明を行った後、

バーカードを利用したe-Tax申告を案内する。

自宅等からのマイナン

なお、来場相談を希望する者に対しては 課税取引金額計算表の作成や区分経理さ

れた帳簿の持参を指導した上で、 3月15日までに改めて来場するよう案内する。

等を案内する。

インボイス制度に関する相談があった場合

インボイスコーナー又は個別相談コーナー等において、 「インボイス制度周知チラシ

令和5年10月1日インボイス制度開始） 」 （別冊様式10)を活用し、次の①から③の

ノ、

（

内容を簡潔に説明する。

①登録は事業者の任意であること

②国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に制度の概要や説明会の開催状

況等が掲載されていること

③自宅からe-Taxで登録申請手続が可能であること

なお、課税事業者については登録申請を勧奨し、免税事業者については制度への理解

を優先させる対応とし、登録申請を希望する者に対してのみ申請手続を案内する。

おって、事業者から登録申請の要否など、上記①から③以外の具体的な説明を求めら

れた場合は、 別途各署で開催するインボイス制度の説明会等を案内する‘

二登録申請書の作成希望者への対応

来場者が、確定申告会場内での登録申請書の作成を希望した場合には、パソコンコー

ナー、インボイスコーナーエは個別相談コーナーにおいて、作成コーナー用パソコンを

活用し、登録申請書を作成・送信する。

ホ確定申告期間を通して来場者が想定以上に増加した場合

個別対応できるインボイスコーナー笠の設置・拡張等について検討する。

また、事前準備コーナーやインボイスコーナー等で対応する人員を増員するなど、挙

署体制で対応する。

へその他の留意事項

来場者からインボイス制度を機に免税事業者から課税事業者へ転換した事業者に該当

する旨や2割特例の適用を希望する旨の申立てがあった場合は、 2割特例適用の可否を

判定の上、 2割特例適用の意思を踏まえて、申告書作成の指導等を行う。

なお、その際、当初申告において2割特例の適用を選択した場合は その後の更正の

請求や修正申告により 当該特例の適用について選択替えができないこと、また、一般

課税又は簡易課税による税額の計算と比較することに留意する。
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おって申告 の指導等に当たって、来場者に対してインボイュ発行事業者の登

最状況を教示する必要がある場合において、来場者が申告名義人と異なるときは、申告

呂義人本人から同意を受けた親族等であることを確認する等、個人情報保護の観点から

適切に対応することに留意する｡

(3) 記帳・帳簿等保存制度の定着へ向けた対応

多数の納税者と接することとなる確定申告会場等においては、来場者に広く周知できる

よう、翌年分の収支内訳書の交付場所など事業所得者等が認識しやすい場所に「周知用

リーフレット （記帳・帳簿等の保存制度)」 （別冊様式12）を備え付ける。

特に、申告相談において「新規開業者」等に収支内訳書を交付する際には「周知用リー

フレット （記帳・帳簿等の保存制度） 」 （別冊様式12)を併せて配付し、記帳・帳簿等保

存制度の定着に努める。

なお、記帳が不備な白色申告の事業所得者等を把握した場合には、別冊様式43～45 「記

帳練習帳」を活用するなどして、簡易な記帳の仕方等についても指導を行う。

おって、 「新規開業者」や「新規青色申請者」 と見込まれる者等と接触する場合は、別

冊様式46 「記帳指導の受講希望アンケート （兼申込書)」を配付し、記帳指導の受講希望

の把握に努める。

(4)決算害等未送付者への対応

別冊様式47 「お知らせはがき」又は別冊様式48 「お知らせ通知書」の送付対象者のうち、

事業所得者や不動産所得者に対しては、決算書等を作成せず来場する者が二室致いると想

定されることから、来場者が決算書等を作成できるスペースを可能な限り確保するなど、

適切に対応する。

なお、令和5年分確定申告において作成コーナー用パソコンを利用した者のうち、事業

所得者や不動産所得者に対しては、令和6年分申告用の決算書等の様式を配付するなど、

翌年以降の自宅等での事前作成を促す。

【申告書等の送付状況】

(注）1 協議派遣方式による代理送信及び地区相談会場等の代理送信利用者に対する「お知らせはがき

（通知書） 」については、代理送信時に税理士署名欄に特定の文言を入力した者に送付
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令
申告書等送付

お知らせはがき

お知らせ通知書

e-Tax (本人送信) (マイナンバーカード方式） × ×

e-Tax(本人送信) (ID・パスワード方式） × ○

税理士関与 × ×

協議派遣方式 × ○（注1）
－

地区相談会場等 × ○

作成コーナー用パソコン × ○

庁HP作成コーナー（書面） × ○

手書き △（注2）
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

△（注3）
－



2収支内訳書又は青色申告決算書の作成見込者

年金等を有する者（確定申告不要制度該当者を手金等を有する者（確定申告不要制度該当者を

、公的

除く。 ） 、消費税等の課税事業者、合計所得金額

2千万円超の申告書提出者、国外財産調書の提出がある申告書提出者のうち、令和4年分の所得

に対して

は申告書等の送付を行い、それ以外の者には、お知らせはがき(通知書)を送付

利用者識別番号がなく、青白情 1のみを表示している者 震災損失がある者又は財産債務調書3

も若しくは国外財産調書の提出が見込まれる者を除く。 ）は送付対象者から除き延納付書が必要

な者に対しては、納付書を単独で送付

(5) マイナンバー制度への対応

マイナンバーが記載された税務関係書類を収受する際は、平28．7．8付大局課一総(調）

第13号ほか10課共同「個人番号及び法人番号の取扱いに係る事務実施要領について(指示)」

及び「確定申告期における番号制度に関するQ&A」に基づき、収受する都度、確実に番

号法上の本人確認を行うとともに、マイナンバーの記載がない場合には、マイナンバーが

分かる書類を持参しているか確認し、記載指導を徹底する。

なお、マイナンバーの記載がなく、マイナンバーが分かる書類を持参していない場合は、

「マイナンバーリーフレット」を交付するとともに、次回手続の際には、マイナンバーの

記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付を行うよう指導した上で収受する。

また、通知カードは、所得税等の確定申告書等に記載されている住所と通知カードに記

載されている住所が同一の場合に限り番号確認書類として取り扱うこととし、通知カード

の記載事項に変更がある又は正しく変更手続が行われていないことを把握した場合には、

原則として、納税者等に対し、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の

写しなど、通知カード以外の番号確認書類の提示等を求める。

身元確認手続として、被保険者証の提示又は写しの提出を受ける場合は、令2．9．29付

官総10-75ほか16課共同「被保険者等記号・番号等の取扱いの変更について（指示） 」に

基づき、被保険者等記号・番号等の記録は行わないこととし、写しの提出を受ける際は納

税者にマスキングを施すよう求める又は担当者においてマスキングを施すといった対応を

行う。

おって、確定申告会場においては、番号法上の本人確認の効率的な実施及び特定個人情

報の取扱いを厳格化する観点から、本人確認の実施場所をパソコンコーナー（作成コー

ナー用パソコンの利用者）又は収受コーナー（書面申告者）に限定することとし、別冊様

式49 「本人確認書類添付準備ポスター」を各コーナーに掲示するなど本人確認の円滑な実

施に向けた体制を構築する。

(6) 各コーナー等における留意事項

イ案内・誘導

各コーナーへの誘導に当たっては、案内担当者を配置せず、来場者自らが進むべき

コーナーを選択できるよう、別添7 「来場者の効率的な誘導に当たっての掲示例」及び

別冊様式50～63 「各コーナーにおける掲示ポスター」の活用や申告内容に応じてクリア

ファイルを色分けするなど効率的に実施する。

なお、年金所得者申告手続不要制度の判定については、確定申告会場におけるアナウ
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ンス及び「周知用リーフレット （年金所得者申告手続不要制度)」 （別冊様式28）の配付

のほか、前年までの申告書控え等を参考にするなどして、来場してから早い段階での判

定に努め、制度に該当する者を確実に地方税当局に誘導する。

書類整理コーナー及び事前準備コーナー共通

医療費控除適用対象者に対しては、明細書を申告書等に添付し、領収書等は自宅等に

保存するよう指導する。

なお、添付書類削減の観点から、明細書をスマホ申告により作成するよう積極的に案

内する。

おって、通常の医療費控除とセルフメデイケーシヨン 医療費控除の特例） のい

ずれを適用するかの判断が困難な場合には、次のいずれかの方法により、判定を行う。

（ｲ） スマホコーナー等への誘導前に、別冊様式64 「医療費控除の判定フローチャート」

を活用するなどして、適用する控除に係る控除額を試算し、明細書を作成

（ﾛ） スマホコーナー等への誘導前に、通常の医療費控除及びセルフメデイケーション税

制の明細書をそれぞれ記載し、スマホコーナー等において控除額を試算

（ﾊ） スマホコーナー等への誘導前に、通常の医療費控除に関する医療費の合計額及びセ

ルフメデイケーション税制による医療費の合計額を算出し、スマホコーナー等におい

て控除額を試算した上で、適用する控除の明細書をスマホコーナー等で入力し作成

（二） 上記(ｲ)～(ﾊ)のほか、適用する控除に係る明細書が確実に作成されることを前提とし

た効率的な方法

ハ書類整理コーナー

書類整理コーナーについては、スマホコーナー等へ直接誘導する者の添付書類の整理

及び「入力整理票」 （別冊様式38）の作成等を行う場所として、非常勤職員を中心に配

置するほか、ルートガイダンス等の実施により会場運営の効率化を図る。

なお、各席に書類整理方法を掲示するとともに、納税者のニーズに応じたワンポイン

トアドバイスを基本とした巡回指導を徹底する。

おって、消費税等申告のために来場した納税者については、事前準備コーナーに誘導

する。

二事前準備コーナー

事前準備コーナーについては、申告書等の作成に当たって、所得税等のほか消費税等

の相談を希望する者や決算書・収支内訳書、譲渡所得の内訳書、土地及び土地の上に存

する権利の評価明細書等の作成等を行う場所として設置する。

（ｲ） 入力整理票等の活用

スマホコーナー等に： する者については、 「入力整理票」 （別冊様式38） 、 「消

費税等事前整理票」 （別冊様式39） 又は「贈与税申告書作成事前整理票」 （別冊様式

40）を活用する。

なお、 「入力整理票」 （別冊様式38）の活用に当たっては、事務の効率化の観点から、

①来場者が「お知らせはがき」 （別冊様式47）又は「お知らせ通知書」 （別冊様式

48）を持参していることを確認した場合は「お知らせ」欄

②前年の控えを持参していることを確認した場合は「前年控え」欄

③添付書類の「入力整理票」 （別冊様式38）への貼付を確認した場合は「添付書類」欄

④①～③について全て確認した場合は「確認」欄
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⑤利用者識別番号の確認の有無

⑥マイナンバーカード方式による申告の可否

⑦ ID・パスワードの発行の有無

⑧インボイス制度への対応の要否

にチェックするなど、表面下部の各整理欄を有効に活用することにより、確認作業の

重複防止に努める。

おって、事前準備コーナーにおいて把握した事項のうち、スマホコーナー等に従事

する職員等への連絡が必要な場合は、 「メモ」欄を活用する。

(ﾛ） 住宅借入金等特別控除適用者等への対応

住宅借入金等特別控除適用者等に対しては、別冊様式65 「住宅ローン控除チェック

シート」により所要のチェック項目を確認の上、別冊様式66～69 「令和5年分住宅借

入金等特別控除添付書類提出用封筒」等を活用するなどして、誤りのない申告書等の

作成指導を行う。

なお、不動産登記事項証明書の添付省略への対応は、次のとおりとする。

A納税者が登記事項証明書の原本又は写しを持参していない場合

「住宅借入金等特別控除｣、 「住宅耐震改修特別控除｣、 「住宅特定改修特別税額控

除｣、 「認定住宅等新築等特別税額控除」を計算するための各種計算明細書（以下

「計算明細書」 という｡）の作成に当たっては登記事項証明書の内容を確認する必

要があることから、原本又は写しを持参するよう指導する。

（注） 納税者から、持参してきた書類で必要事項が確認できるため登記事項証明書の持参は不

要である旨の申立てがあった場合は、住宅借入金等特別控除等の適用ができない場合があ

ることを説明した上で、納税者自身において計算明細書を作成するよう指導する。

B納税者が登記事項証明書の原本又は写しを持参している場合

(A)準備コーナー等において手書きにより計算明細書を作成する場合

登記事項証明書に記載されている不動産番号を計算明細書に記載させるととも

に、 「令和5年分住宅借入金等特別控除添付書類提出用封筒」 （別冊様式66～69）

の「登記確認」欄にチェックした上で、登記事項証明書の原本又は写しについて

は納税者へ返却する。

この場合、申告書審査において登記事項証明書の内容確認を省略して差し支え

ないこととしているため、納税者への返却前に、面積等の計算明細書に記載され

る項目が転記されているか確認するとともに、建築年月日や抵当権の設定状況等

の計算明細書に記載されない項目については、適用要件を満たしているか確実に

確認することに留意する。

(B) スマホコーナー等においてシステムにより計算明細書を作成する場合

原則として作成コーナーの入力画面において不動産番号を入力させるとともに、

「令和5年分住宅借入金等特別控除添付書類提出用封筒」 （別冊様式66～69）の

「登記確認」棚にチェックした上で、登記事項証明書の原本又は写しについては

納税者へ返却する。

なお、不動産番号を入力することに代えて、本人確認等の際に、登記事項証明

書に記載されている不動産番号を「令和5年分住宅借入金等特別控除添付書類提

出用封筒」 （別冊様式66～69）の「不動産番号」欄に記載させるとともに、 「登記
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確認」欄にチェックした上で、登記事項証明書の原本又は写しについては納税者

へ返却することとして差し支えない。

この場合、申告書審査において登記事項証明書の内容確認を省略して差し支え

ないこととしているため、納税者への返却前に、面積等の計算明細書に記載され

る項目が入力されているか確認するとともに、建築年月日や抵当権の設定状況等

の計算明細書に記載されない項目については、適用要件を満たしているか確実に

確認することに留意する。

(ﾊ） 譲渡所得及び贈与税に係る特例適用者等への対応

譲渡所得及び贈与税に係る特例適用者等に対しては、別冊様式70～82 「自宅を売却

した場合の特例チェックシート」等を来場者自ら作成するよう促すとともに、来場者

が作成したチェックシートは申告書等に添付して提出するよう促す。

なお、不動産登記事項証明書の添付省略への対応は、次のとおりとする。

A納税者が登記事項証明書の原本又は写しを持参している場合

職員が事前準備コーナー等において、登記事項証明書の内容を確認した場合は、

譲渡所得の内訳書の3面整理欄（贈与税の場合は、 「贈与税申告書作成事前整理票」

（別冊様式40）や特例チェックシートの余白）などに「登記確認済」である旨を簡

記した上、登記事項証明書の原本又は写しを納税者に返却する（｢譲渡所得の特例

の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」 （以下「譲渡所得の明

細書」 という｡）の作成を省略することとしても差し支えない｡)。

この場合、 じ後に実施する申告審理において、 「登記事項証明書の添付省略に係

る登記情報連携システム」による内容確認を省略することから、適用要件を満たし

ているか確実に確認することに留意する。

（注） 作成コーナーの入力画面において不動産番号を入力した場合、譲渡所得の明細書が作成

される。

B納税者が登記事項証明書の原本又は写しを持参していない場合

登記事項証明書の添付を省略するには、申告書等に必要事項（土地の場合は地

番又は不動産番号、建物の場合は地番及び家屋番号又は不動産番号をいう。以下

同じ｡）を記載する必要があることから、納税者に対して適切に記載するよう指

導する｡

（注） 確定申告会場の混雑緩和等の観点から、必要事項の記載がなく添付省略の要件を満たさ

ない申告書等を収受しても差し支えないが、この場合には、別途「譲渡所得の明細書」又

は「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書（相続税・贈与税用)」を提出するよう

指導する。

(二） 青色・記帳コーナーへの誘導

事業所得者等に対しては、青色・記帳コーナー誘導対象者であることが後続のコー

ナーで見分けられるよう、色分けしたクリアフアイル又はリーフレット、 くし等（以

下「クリアファイル等」 という｡） とともに、別冊様式83 「指導機関（関係民間団体

等）のご案内」を配付し、申告書の提出後、青色・記帳コーナーにて翌年分の決算書

等を持ち帰るよう依頼する。

(ﾎ） 年金所得者申告手続不要制度への対応

確定申告会場のレイアウト等により、案内・誘導の段階で年金所得者申告手続不要

酉
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制度の判定ができず、事前準備コーナーで判定を行う場合については、待合スペース

におけるアナウンス及び「周知用リーフレット （年金所得者申告手続不要制度)」 （別

冊様式28）の配付のほか、前年までの申告書控え等を参考にするなどして、来場して

から早い段階での判定に努め、年金所得者申告手続不要制度に該当する者を確実に地

方税当局に誘導する。

（ﾍ） 国民年金保険料を2年前納した者への対応

国民年金保険料を2年前納した者で分割方式を選択している者については、社会保

険料（国民年金保険料）控除証明書の令和5年分を切り離して「入力整理票」 （別冊

様式38）に添付する。

（ﾄ） 退職所得がある場合の確定申告書への記載

退職所得のある納税者が確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額を申告書

に記載するよう指導することに留意する。

ホ記載コーナー

記載コーナーは、スマホやパソコンによる申告書作成を希望しない者の申告書作成、

決算書等の補完、作成等を行う場所として設置する。

なお、申告相談を行った者に対しては、申告書等の控え等を参考に翌年以降は自宅等

で作成の上、 e-Tax等で提出するよう促す。

おって、番号法上の本人確認は収受コーナーで行うことから、 自書記載コーナーに従

事する職員は、本人確認書類は収受コーナーにおいて提示するよう指導する。

へ個別相談コーナー

個別相談コーナーは、パーテーション等により他のコーナーと区分した上、集合指導

になじまないと認められる次のような者を必要に応じて誘導する。

①高齢者、妊婦、こども連れ、身体が不自由であるなどやむを得ない事情のある者

②相談内容が複雑・専門的な者

なお、各署の実情に応じて、インボイスコーナーと併設することとして差し支えない

卜利用者識別番号検索コーナー

過去に開始届出書を提出した者で利用者識別番号が不明な者については、二重取得に

よる内部事務量の増加を防止する観点から、別冊様式84「パソコンで申告される方へ」

を記載させ、これを基に非常勤職員が利用者識別番号検索用パソコンにより検索を行い、

別冊様式85 「利用者識別番号確認票」を本人に手交する（別添8 「作成コーナー用パソ

コン及び利用者識別番号検索システム利用の処理フロー」参照） 。

なお、利用者識別番号の検索に当たっては、操作する担当者を限定するなど、誤交付

の防止に努める。

おって、 「利用者識別番号確認票」 （別冊様式85）の手交に当たっては、パソコンに

付けた番号札立てを活用するほか、氏名・生年月日・納税地等を確実に確認するなど、

誤って他人に手交することがないよう、個人情報の保護に十分留意する。

チパソコン待合コーナー

パソコン待合コーナーにおいては、別添9 「申告相談体制の広報文例」を活用し、来

場者自らパソコンを操作し申告書を作成・提出する旨の掲示を行うとともに、大型モニ

ターや別添10「待合席の背面を活用した広報例」などを活用し、スマホ・タブレット端

末でも申告書が作成できることを積極的に周知することにより、 自宅等からのe-Tax申
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告の推進を図る。

なお、別冊様式86 「パソコン操作時によくある質問」を掲出することにより、事前に

来場者の疑問点等を解消するなど、パソコンコーナーの効率的な運営に努める。

リスマホコーナ一等共通

スマホコーナー等の運用に当たっては、納税者の事情や意向等を踏まえつつ、全ての

納税者に一律に対応することなく、納税者のスマホやパソコンの操作習熟度に応じた適

切な操作補助を徹底する。

なお、非常勤職員

(ｲ） 納付となった場合の対応

納付となった者に対しては、 「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を活用して、

納期限又は口座振替日を周知するとともに、納付金額に応じて振替納税やスマホアプ

リ納付を中心としたキャッシュレス納付について利用勧奨を実施した上で、希望する

納付手段に応じて次のとおり対応する。

(注） スダホアプリ納付の利用上限金額は30万円

A振替納税

「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を交付し、 金融機関届出印の押印な

しにe-Taxで振替依頼書を提出できることを説明の上、納期限までに握萱瞳題壹童

オンラインで提出するよう指導する。

なお、振替依頼書の書面での提出を希望する者に対しては、振替依頼書の交付又

刷するよう説明し、納付方法は「納付方法の選択」画面から振替依頼書を作成

の選択画面において振替納税を選択しただけでは

●

振替手 口

座引落しがされないため､_印刷された振替依頼書に本人氏名の記載と指定する預貯

金口座の届出印を押印した上で、必ず納期限までに提出するよう指導する。

また、過去に振替口座の登録を行っている者で振替口座等の変更がない場合には

再度振替依頼書の提出は必要ない旨を指導する。

事業者となりおって、これまで所得税のみ利用していた者が

についての振替依頼書の提

出を要することに留意する。

Bスマホアプリ納付

タの送信後、スマホアプリ納付を利用する際、再度e-Taxにロスマホで申告デー

奨スタンド（以スマホアプリ納付利用穂なお、所得税等以外の税目については

下「スマホスタンド」 という｡）を会場内に設置し、納税者への利用を促すととも

に、①e-Taxを経由せず専用サイトへアクセス後、氏名や税額等の納付情報を直接

入力すること、②メッセージボックスの「納付情報登録依頼」から専用サイトヘア

クセスすることによって納付が可能なことを併せて周知する。

また、書面申告した者で、スマホアプリ納付用QRコードの作成を選択した者に

ついては、専用サイトへアクセスできるQRコードが申告書等と併せて帳票出力さ
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れることから、確実に手交する。

Cクレジットカード納付

必要に応じて、別冊様式87 「クレジットカード納付周知チラシ」を交付し、納期

限までに納付するよう指導する。

(ﾛ） 年金所得者申告手続不要制度への対応

案内・誘導二書類整理コーナー又は事前準備コーナーにおいて、年金所得者申告手

続不要制度の判定を行ってもなお、地方税当局へ誘導することができず、スマホコー

ナー等において計算した結果、制度に該当することが判明した者に対しては、入力し

た内容を送信又は書面出力することなく、 「周知用リーフレット （年金所得者申告手

続不要制度)」 （別冊様式28）及び来場者が持参した申告関係書類を携行させた上で、

地方税当局に誘導することとし、判定したコーナーによって来場者への対応に差異が

生じないよう留意する。

(ﾊ） プレプリント申告書を送付した者への対応

プレプリント申告書を送付した者のうち、利用者識別番号を新規取得した継続申告

見込者に対しては、翌年は申告書の送付に代えて、予定納税額等を記載した「お知ら

せはがき」 （別冊様式47）又は「お知らせ通知書」 （別冊様式48）を送付する旨の説

明を確実に行う。

なお、マイナンバーカード方式によりe-Taxで確定申告した者については、お知ら

クスに格納される旨の説明を行う。

（二） その他

会場が広いなどの理由から、操作補助に当たる非常勤職員と職員の意思疎通が図り

にくい場合は、非常勤職員に色付きのカードを掲げさせるなどにより、操作方法等で

不明な点があり職員のアドバイスが必要、申告書が完成したため次の来場者の案内が

可能といった状況を合図させるなど、申告相談事務を効率的かつ適正に実施する。

ヌスマホコーナー

スマホコーナーにおいては、来場者自らがスマホを操作して申告書を作成することか

ら、操作補助者は来場者から入力方法について質問があった際に対応することとし、職

員は税法に関する質問等に対応するなど、操作補助者をフォローする。

なお、申告データの送信の際には、 じ後のトラブルを防止するため、来場者自らによ

る申告内容の確認と送信の意思確認を徹底する。

(ｲ） マイナンバーカード方式によるスマホ申告への誘導

叢式88 ｢スマホ申告別冊

を確実にスマホコーナーに誘導するととも

に、マイナンバーカード方式によるスマホ申告 を促す

なお、 ID・パスワード方式については、暫定的な措置であり、マイナンバーカー

ドの読取回数の削減やマイナポータル連携対象データの拡大など、利便性の向上が図

られていることから、次の①～③の条件を全てを満たしている者に対しては、マイナ

ンバーカード方式による申告指導を積極的に実施する。

①マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のスマホを所持
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②マイナンバーカードに係る次の2つの暗証番号を正確に把握している者

・ 利用者証明書用電子証明書（数字4桁）

※e-Taxにログインする際に使用

・ 署名用電子証明書（英数字6文字以上16文字以下）

※電子署名を行う際に使用（2回目以降不要）

（注） 暗証番号は入力を3回（署名用電子証明書は5回）連続間違えるとロックされるため、

トラブル防止の観点から、暗証番号を正確に把握していない者については実施しない。

③ 「マイナポータルアプリ」のインストールが可能である者

また、マイナポータル連携については、指導に時間を要することから実施しないこ

ととして差し支えない。

おって、署名用電子証明書の暗証番号についてはコンビニで再設定できることか

ら、別冊様式89

配 必要にじて来 案内する

j‐ 1－封l費情

タを翌年に引き継げることなどのメリットを説明の上、来場者が翌畠 以降に自宅等か

ax申告 きるよ 事業 E ＝ ’. も積極 こスマ

に誘導する。

(ﾊ） スマホコーナーQRコードの読み取り等

スマホコーナーにおいては、別冊様式90 「スマホコーナーQRコード（来署QR)」

を掲出することにより 来署スマホQRコードの読み取りを徹底する。

31｣冊様式91 1提出書類確認票@

完了後の手順)」を活用して 別冊様式92 「提出書類確認票」を確実に記載するよう

案内する。

(二） 申告終了時の対応

申告終了時においては、翌年以降の自宅等からのe-Tax申告への移行を促進するた

め、使用した「入力整理票」 （別冊様式38）のほか、別冊様式93 「スマホでの申告書

等作成要領」や別冊様式94 「決算書等入力マニュアル」を交付し、翌年以降、 自宅等

からスマホ申告するよう勧奨する。

なお、 じ後のトラブルを防止するため、 「スマホでの申告書等作成要領」 （別冊様式
。Q､や巳Ⅱ↓J叫垂ゴェ①

書等のデータの確認

7ﾌｲ婆存4

に周知するとともに、来場者自らによる確認を徹底する．

(ﾎ） その他の留意事項

①スマホコーナーの運用に当たっては、別添ll 「確定申告会場におけるスマホコー

ナーの留意事項について」に留意する。

②スマホの故障・破損等トラブル防止の観点から、スマホの操作は来場者本人が行

うこととし、職員等は操作しないことに留意する。
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した来場者に対しては、別冊様式96「提出方法の変更について」を活用し、提出方

法を「e-Tax」 と訂正するよう指導する。

④来場渚 腰等本人以外-0

入力することのないよう周知する‘

一Tax:： 一Tax､冒 含 ＝

／バー 一Ta ：二 ／一‐士旦 利:： 別番号

屑を行い、 「利用者識別番号確認票」（別冊様式85）

を本人に手交する。

⑤マイナンバーカード方式によ り還付申告を行う場合、 「還付金の振込通知書 の

送付に代えてメッセージボックスへの格納（電子通知）を希望することができるよ

望を「いいえ」にする必要があることを説明する。

なお、必要に応じて、別冊様式97 「還付金の振込通知をe-Taxで受け取れるよ
ー

還付 ‘， 係るe-Ta ：二 案内す

(注） 電子通知希望で「はい」を選択した場合でも、利用者識別番号の変更などの理由により

ルパソコンコーナー

パソコンコーナーにおいては、来場者自らによるパソコン操作を円滑に行えるよう、

操作補助者は来場者のパソコン操作習熟度に応じた適切な操作補助を行い、職員は税法

に関する質問等に対応するなど、操作補助者をフォローする。

なお、生命保険料控除証明書などの第三者作成書類の添付を省略する場合は、コンブ

ライアンス確保の観点から、職員等が入力内容確認画面において入力内容の確認を行う

マイナンハ -己栽（入力 本人確‘

また、送信前確認に当たっては、 「提出書類確認票」 （別冊様式92）を活用し、提出

書類とそれ以外の書類を分けた上で、提出書類を確実に提出するよう納税者に対して指

導するとともに、 「提出書類確認票」 （別冊様式92）に受付番号を記載させる。

特に、申告データの送信の際には、 じ後のトラブルを防止するため、来場者自らによ

る申告内容の確認と送信の意思確認を徹底する。

おって、作成コーナー用パソコンに納税者が情報記録媒体等を接続することを防止す

コンの空きポートにはUSBコネクタ保護キャップをるため、作成コーナー用パソ

するとともに、別冊様式98 ｢USB接続禁止啓もう文」を掲示するなど セキュリティ

対策を行う。

(ｲ） インボイス発行事業者の登録申請書の作成希望者への対応

パソコンコーナーで登録申請書を送信・作成する署については、上記第4 「8(2)二

に基づき、対応する。登録申請書の作成希望者への対応
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0

(ﾛ） マイナンバーの記載（入力）指導及び本人確認の実施

ナる掲、ハスター (マイナンバー入力周パソコンコーナーには、

知用ポスター） 」-(別冊様式52）を掲出するなどした上で、確実にマイナンバーを入

力するよう指導する。

なお、作成コーナー用パソコンを利用して所得税等の申告書等を作成した場合には、

作成の過程でマイナンバーの入力画面が表示され、入力の有無により、 「職員呼び出

し画面」又は「注意喚起メッセージ」が表示されることから、平28．7．8付大局課一

総(調)第13号ほか10課共同「個人番号及び法人番号の取扱いに係る事務実施要領につ

いて(指示)」及び「確定申告期における番号制度に関するQ&A」に基づき、本人確

認を適切に実施する（別添12「パソコンコーナーにおける本人確認」参照） 。

特に、本人確認を実施する際、 「職員呼び出し画面」において$来場者が入力した

マイナンバーを表示（｢本人確認用情報」欄のチェックボックスにチェック） させ、

家族間のマイナンバーの取り違え等がないか番号確認書類の名義等を確認するほか、

番号確認を行う際は、マイナンバーの読み上げを行わないことに留意する。

また、本人確認は、原則として本人確認書類の提示により行うこととし、本人確認

書類の写しを添付する場合は、他の添付書類と区別し、別冊様式99 「添付書類台紙」

に貼付する。

おって、マイナンバーの入力ができない者に対しては、次回手続の際にマイナンバー

の記載（入力）及び本人確認書類の提示又は写しの添付を確実に行うよう指導する。

(ﾊ） その他の留意事項

①操作補助者は、来場者自らパソコン操作ができない部分を補助する。

②来場者に対しては、 「作成コーナー用パソコン及び利用者識別番号検索システム

利用の処理フロー」 （別添8）を参考に、それぞれの状況に応じた対応を行う。

③操作補助者は、申告書を作成した者や申告書の作成を途中で中止した者に対して、

作成データを消去するよう注意喚起を行うとともに、随時、空席となっているパソ

コンの画面に注意を払い、作業中・作業後のデータが残っている場合は、初期画面

に戻してデータの消去を行う。

④来場者が利用者識別番号を入力する際には、申告する者の利用者識別番号である

ことを操作補助者が確認し、家族等本人以外の利用者識別番号を入力することのな

いよう留意する。

⑤クリアファイル等を保有しない事業所得者等を把握した場合は、クリアファイル

等及び「指導機関（関係民間団体等）のご案内」 （別冊様式83）を併せて交付する

とともに、申告書の提出後、青色・記帳コーナーにて翌年分の決算書等を持ち帰る

よう説明する。

なお、クリアファイル等を保有している事業所得者等に対しても、申告書の提出

後、青色・記帳コーナーにて翌年分の決算書等を持ち帰るよう重ねて説明する。

⑥作成コーナー用パソコンを利用した者が、入力の終了をもって申告書を送信した

ものと誤解するおそれがあることから、送信の意思を確認した上、入力したデータ

を確実に送信するよう指導する。
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⑦プリンタからの出力帳票の取り違いを防止するため、別冊様式100「出力帳票の

取り違い防止啓もう文」を掲示するほか、プリンタの取出し口には別冊様式101

「IC認証印刷取り忘れ防止シート」を貼付する。

なお、プリンタから出力される別冊様式102「申告内容確認票」に印字される住

所・氏名・生年月日等から納税者本人の申告であることを必ず確認させる。

【出力帳票一覧】

(注） 記載事項を入力した場合は、所得税の申告書等送信票は出力されないことに留意する。

⑧日々の作成コーナー用パソコンの起動等に当たっては、一括起動及びシャットダ

ウン機能のほか、修正パッチの自動ダウンロード・配信機能を有効に活用し、職員

の事務負担の軽減を図る。

e-Taxコーナー

e-Taxコーナーは、パソコンからマイナンバーカードを利用した電子申告を希望する

者を対象に誘導する。

なお、 e-Taxコーナーに設置するパソコンについては、他のパソコンと同様に作成

コーナー用パソコンとして活用し、利用者が来場した場合のみ、 e-Taxが利用できる

よう切り換えるなど、パソコンの効率的な運用に努める。

おって、効率的な運用を図るため、パソコンの設置などレイアウトについても工夫

する。

補完記載コーナー

補完記載コーナーは、収受コーナーにおいて書類等の不備があった者等が、添付書類

の貼付のほか、マイナンバーの記載、押なつ等を行う場所として、各署の実情に応じて

設置する。

ヲ

ワ
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別
冊
様
式

帳票名

新
規
番
号
取

得

ID･

パス

ワード

単独

送信

電子申告

所得税

ID･パスワード

同時送信

有 無

消
費
税

贈
与
税

書
面
出
力

102 申告内容確認票 ○ ○ ○ ○

103 提出書類のご案内 ○ ○ ○ ○ ○

104 利用者識別番号等の通知 ○

105 ID・パスワード通知 ○ ○

106
e-Tax利用の簡便化周知チラシ

(作コナ出力用）
○ ○ ○ ○ ○ ○

107 インボイス制度お知らせチラシ ○
－

108 提出書類周知チラシ ○ ○ ○ ○

109 所得税の申告書等送信票（注） ○ ○

llO 消費税の申告書等送信票 ○

111 贈与税の申告書等送信票 ○

ー 確定申告書（提出用・控用） ○

112 提出書類等のご案内 ○



力提出ボックスの活用

提出ボックスは、収受日付印の押なつ省略などによる収受事務の効率化及び確定申告

会場の混雑緩和を目的として設置する。

提出ボックスには、スマホ及び作成コーナー用パソコンを利用して申告書を作成・送

信した来場者を誘導することとし、送信票や「提出書類確認票」 （別冊様式92）に貼付

した添付書類等を専用のクリアファイルに挿入し、控え書類と明確に区分した上で来場

者に提出ボックスへ投かんさせ、送信票の控えや添付省略した第三者作成書類等を投か

んすることのないよう注意喚起を行う。

なお、活用に当たっては、

等には受付日時が印字されていることを説明しニー ’､容確評 （別冊様式102①

た上で収受日付印の押なつを希望しない者を誘導

②職員や操作補助者による的確な誘導等により提出漏れ等を防止

③提出ボックスへ投かんされた送信票等については、じ後の事務処理の効率化を図る

ため、時間単位などにより回収

④特定個人情報を厳格に管理するため、提出ボックスは確実に施錠

することに留意する。

また、別冊様式113 「提出ボックス用看板等掲示例」を活用した看板等の掲示のほか、

別冊様式114 「提出ボックス周知用チラシ」を活用して操作補助者が説明を行うことに

より、来場者を適塑に誘導する。

ヨ収受コーナー

収受コーナーにおいては、申告書等の収受のほか、マイナンバーの記載指導及び本人

確認を実施する。

なお、誤って提出用の申告書等を来場者へ返戻することのないよう、収受カウンター

の上に提出用と控用を分けて置くためのデスクマットや書類トレーを設置するなどし、

提出用と控用を確実に区分して収受する。

特に、控用が複数ある場合や一見して提出用と控用が明確でない場合、複数の税目や

手続の書類を同時提出する場合などは、提出用と控用を確実に区分し、細心の注意を

払って作業を行う。

また、レイアウト変更等により収受コーナーを移動した場合や署内スペースを臨時利

用して収受作業を行う場合であっても、上記の取扱いを確実に実施する。

このほか、所得税等の申告書及び控えへの収受日付印の押なつについては、後記鎧且

｢1 所得税等の申告書及び控えへの収受日付印の押なつ を参照するほか、令和7年

1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつの取りやめに向けて 納税者等に対

して周知・広報を行う。

おって、申告書等の控えへの収受日付印の押なつの取りやめに係る周知・広報の実施

要領等については、別途指示する。

(ｲ） マイナンバーの記載指導及び本人確認の実施

マイナンバーの記載指導及び本人確認の実施に当たっては、 上記第4 「8(5) マイ

ナンバー制度への対応 に準じて行う。

マイナンバーの記載が必要となる申請等の収受時においては、別冊様式115 「申

請・届出書等収受時の確認事項チェックシート」を備え付けるなどして、個人番号の
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記載漏れがないか確認するとともに、本人確認を適切に実施し、税務署整理欄に確認

既未済の補完記入を行う。

(ﾛ） 納付となった者への対応

納付となった者に対しては、 「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を活用して、

納期限又は口座振替日を周知するとともに、振替納税やスマホアプリ納付を中心とし

たキャッシュレス納付について利用勧奨を実施する。

なお、納税者が希望する納付手段に応じて、次のとおり対応する。

A振替納税

「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）チラシを交付し、納期限までに返萱

依頼書をオンライン又は書面で提出するよう指導する。

なお、オンラインでの提出に当たっては、指定の預貯金口座の届出印の押印及び

電子証明書の添付が不要であり、便利なことも併せて説明する。

また、_振替依頼書での提出を希望する者に対しては、振替依頼書に本人氏名の記

載と指定する預貯金口座の届出印を押印した上で、納期限までに提出するよう指導

する。

Bスマホアプリ納付

「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）チラシを交付し、納期限までに納付

するよう指導する。

C クレジットカード納付

必要に応じて、 「クレジットカード納付周知チラシ」 （別冊様式87）を活用する。

D金融機関における納付

確実に納付書を手交する。

(ﾊ） 医療費控除の提出書類の簡略化等への対応

医療費の領収書等を添付した申告書が提出された場合は、 「医療費控除の提出書類

簡略化周知チラシ」 （別冊様式26）を交付するなどして、医療費の領収書等の代わり

に「医療費控除の明細書」 又は「セルフメディケーション税制の明細書 の添付が必

要であることを説明した上で、明細書の作成を指導する。

(二） 記載事項不備への対応

申告書収受時においては、復興特別所得税の記載漏れの有無を確実に確認し､､記載

漏れが判明した場合には、当該制度の説明を行い、正しく記載するよう指導を行うほ

空一記載漏れを防止するため、収受担当者による確実なチェックを徹底するほか、申

告書の控え手交時に一声運動を実施することにより、翌年以降の記載漏れを防止する。

なお、源泉徴収票等の添付又は提示が不要であることから、住民税に関する事項を

含めた確定申告書第二表等の記載についても確実に確認するとともに、記載不備が

あった際は、記載するよう指導を行う。

(ﾎ） その他の留意事項

①送信票や申告書等を収受する際には、送信票等に各種必要書類が添付されている

かチェックを行い、振替依頼書が添付されている場合は、送信票等の最前面の左上

部にホチキス留めを行う。

なお、提出書類が不足している場合は、添付するよう指導するとともに、 じ後に

おける効率的な事務処理の観点から、別冊様式116｢申告書収受時の確認事項チェッ
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クシート｣を備え付けるなどして、収受時に申告書上の審査を可能な限り行う。

②申告書を収受する際、年金所得者申告手続不要制度に該当することが判明した場

合は、申告書を収受することなく 「周知用リーフレット （年金所得者申告手続不要

制度） 」 （別冊様式28）及び来場者が持参した申告関係書類を携行させた上で、確

実に地方税当局に誘導する。

③事業所得者等に対しては、庁HP作成コーナーから決算書等が作成できることを

説明した上で､青色･記帳ｺｰﾅｰにて翌年分の決算書等を持ち帰るよう説明する｡

タ 「青色・記帳コーナー」・「振替コーナー」

「青色・記帳コーナー」 ・ 「振替コーナー」（以下「青色・振替コーナー」 という。 ）

は、別途発遣予定の「確定申告斑 『青色・記帳コーナー』 ・ 『振替コーナー』における

の設置について（連絡） 」 （以下「青色・記帳コーナー等設置事務連絡 という に

基づき、青色申告制度の普及、記帳慣行の定着、

利用拡大を図ることを目的として、関係民間団‘用拡大を図ることを目的として、関係民間団体

振替納税などのキャッシュレス納付の

との共催により設置する。

特に、令和5年10月からのインボイス制度の開始に伴い、記帳の重要性が高まってい

転換事 ＝ 秋極：ることから、

レインボイスコーナー

インボイスコーナーにおいては、 過措置を含むインボイス制度の説明、 登録申請要

第4「8(2) インボイス制度への対否の相談及び登録申請書の作成・送信を行い、上記

塵Lに基づき、対応する。

なお、各署の実情に応じて、個別相談コーナーと併設することとして差し支えない

(7) 相談時における留意事項

イ納税者を代理する理由のない者が来場した場合

納税者を代理する理由のない者が来場した場合には、改めて納税者本人の来場を求め

るなど厳正に対処する。

口申告書への記載漏れの防止

手書きで申告書を作成する者に対しては、復興特別所得税のほか、確定申告書第二表

等の記載漏れがないか確実に確認を行う。

ハ源泉所得税に係る指導を要する場合

来場者について、給与等の支払があるにもかかわらず源泉徴収を行っていないなど、

源泉所得税に係る指導を要する場合には、法人課税部門（源泉所得税担当）へ確実に誘

導する。

なお、合同会場等において源泉所得税に係る指導を要する者を把握した場合には、連

絡先を聴取の上、改めて法人課税部門（源泉所得税担当）から確認の連絡を行う旨を説

明する。

紙税の不納付等を把握した場合二二

不動産売買契約書、建築請負契約書等に正当な印紙税額に見合う収入印紙が貼付され

ていない場合には、印紙税の納税義務について説明した上で、印紙税不納付事実申出書

を提出するよう促す。

なお、領収書等に正当な印紙税額に見合う収入印紙が貼付されていない場合には、

「印紙税調査支援システム」により、領収書等の作成者を活用先とする「印紙税不納付

文書等連絡せん」を作成し、領収書等の写しを添付して管理運営部門に引き継ぐ。
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ホ期限内納付が困難と認められる者への対応

期限内納付が困難と認められる者については、徴収部門へ確実に誘導する。

なお、滞納整理事務の集中化対象署については、管内の納税者に対する納付相談等を

中心署の徴収部門職員が行っており、集中化対象署に徴収部門職員が常駐していないこ

とから、別冊様式117「税務署管内の納税者の皆様へ」を交付するなどし、集中化中心

署徴収担当専用ダイヤルに連絡するよう案内する。

還付金の振込不能の防止

還付金の振込先口座については、申告者（本人）名義口座を記載するよう指導すると

ともに、還付金振込先口座が不明である者については、別冊様式118 「国税還付金振込

口座等連絡票」等を活用するなどして、振込不能防止に努める。

特に、申告者が外国人等である場合においては、申告者名（フリガナ） と口座名義の相

違による振込不能が多いことから、申告者名に略称を記載することのないよう指導する。

他署管内納税者への対応

他署管内納税者の申告書等は原則として収受せず、所轄署へ郵送等（センター対象署

においては、管轄のセンターへ郵送）により提出するよう指導する。

なお、 e-Tax申告で添付書類の提出が不要となる申告書等については、所轄署の収受

事務を効率化するため、他署管内納税者の申告書等であっても送信する。

ただし、この場合、翌年以降は、 自宅等からのe-Tax申告又は所轄署での相談へ誘導

する。

(8) 利用者識別番号誤りの防止等

スマホや作成コーナー用パソコンを利用した申告書の送信時に、別人の利用者識別番号

を誤って入力した場合には、個人情報等の流出につながり、 じ後の対応に多大な時間と労

力を要することから、 利用者識別番号の検索に当たっては、令5．l.24付課個4-2ほか

2課共同「利用者識別番号の適切な取扱いについて（指示） 」に基づき適切に対応する。

なお、職員等に対する事前の研修等においては、具体的な不適切事例を交えて説明する

とともに、

①利用者識別番号検索ツールにより検索した利用者識別番号を納税者に交付する際には、

氏名・生年月日・納税地等に誤りがないか確認の上交付

②前年の控え等を基に利用者識別番号を入力する場合においても、必ず控え等の住所・

氏名・生年月日等の確認を行った上で送信するよう周知

するなど、利用者識別番号誤りの未然防止に努める（別冊様式119 ｢ (掲示用）利用者識

別番号誤りの防止のために」を活用） 。

おって、作成コーナー用パソコンから所得税等や贈与税（消費税等を除く。 ）の申告

データを送信する際に、入力された情報とKSKに登録済みの情報が一致しない場合は、

来場者に近くの職員を呼ぶよう促す注意喚起メッセージとともに職員確認欄が表示される

ことから、利用者識別番号が本人のものであるかを必ず複数人で確認した上で、磁員が職

員確認欄にパスワード（別途連絡）を入力し、来場者に送信させるなど適切に対応する。
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⑨利用者識別番号誤りが発生した場合の対応

利用者識別番号誤りが発生した場合（インボイス登録申請専用サイトの利用を除く。 ）

は、速やかに管理運営部門一(総務課制署にあっては総務課)_に連絡し「メッセージボック

ス削除依頼書」の作成・提出を依頼する。

総務課制署にあっては は、管理運営事務実なお、依頼を受けた管理運営音 務訊門

施要領に定められた所要の手続きに基づき適切に対応する。

また、来場者に対しては､利用者識別番号誤りによって送信されたデータについては無

効となることから、誤送信に係る帳票を回収の上、再申告の勧奨を行うとともに、還付金

受取口座を公金受取口座として登録したか確認する。

確認の結果、公金受取口座の登録を行っていた場合は、①送信時の利用者識別番号、②

受付番号、③納税者の氏名を個人課税課（監理第二係）へ速やかに電話連絡し、合わせて

申告書の写しのデータを個人課税課監理第二係文書箱宛に送信する。

おって、 ID・パスワード通知の発行に際して、暗証番号を再設定している場合、誤送

信された納税者は、 自身で設定したパスワードによるe-Tax送信ができない状態になって

おり、更に、誤送信した納税者がメッセージボックスを閲覧する可能性があることから、

誤送信された納税者に連絡の上、職権による暗証番号の再発行の処理を管理運営部門（総

劣課作 務課）

照の上、適切に処理する。

(注） インボイス登録申請専用サイトの利用時において利用者識別番号誤りが発生した場合は、①送信

時の利用者識別番号、②受付番号、③申請者の氏名をインボイス登録センターへ速やかに電話連絡

する。

㈹開庁時間内での申告相談業務終了に向けた対応

確定申告会場における相談受付時間は16時までとするとともに、各署においてあらかじ

め見積もった入場整理券の配付数に達した場合は、 16時以前でも相談受付を終了するなど、

弾力的に対応する。

なお、対応に当たっては、関係各課部門と連携・協調を図り、署玄関等に相談受付が終

了した旨の看板を設置するなど、適切な措置を講ずるとともに、相談受付締切後の来場者

については、 自宅等からのe-Tax申告へ誘導する。

61)合同会場等設置署において誤って署に来署した者への対応

合同会場等設置署において誤って署に来署した者に対しては、原則として、身体が不自

由な者など合同会場等への誘導が困難な場合を除き、合同会場等へ誘導する。

棚相続税に関する相談者への対応

確定申告会場においては、相続税の相談等は行わないことから、別冊様式120「相続

税の相談に関するお知らせ」を会場内に掲示するなどして、来場者に対する周知を行う。

なお、相続税に関する問合せ等を受けた場合には、原則、相談等は受け付けていない

旨を十分に説明し、パンフレットや自己解決ツールの紹介等が記載されているリーフ

レット等を交付し自己解決を促すほか、必要に応じて、電話相談センターを利用するよ

う誘導する。
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ただし、面接相談を強く希望する者に対しては、次のとおり対応する。

①近畿税理士会各支部及び納税協会と協議の上、確定申告期間中における相続税の相談

体制が整っている署においては、適切に各会に案内する。

②面接相談の希望理由が、申告期限が差し迫っているなど緊急度の高いものである場合、

まずは上記①によることとし、①による対応ができない場合にのみ、事前予約制度につ

いて十分に説明した上で、署総合窓口を案内し、事前予約により対応する。

㈹昼休み時間帯における対応

令和5年分確定申告期においても、45分間一(休憩時間特例職員の場合は30分間）の休憩

時間を確実に確保するなど、職員の健康に配意した上で、納税者ニーズに可能な限り応え

るため、昼休み時間帯における勤務時間の割振りを行う。

勤務時間の割振りに当たっては、令和4年分確定申告期の状況を踏まえ、非常勤職員を

含めた適正配置に努める。

の休憩

なお、勤務時間の割振り

また、少ない職員数で党また、少ない職員数で対

は、原則2又は3パターンの割振りの組合せにより対応する‘

応する外部申告会場については、対応する人員数、これまでの

実績及び会場の状況（市役所等で昼休み対応を行っていない場合など）を考慮し、昼休み

対応を行わないこととしても差し支えない。

おって、昼休み時間帯に従事する短時間勤務の非常勤職員については、同時間帯におけ

る各コーナーの効果的な活用及び午後以降の確定申告会場の混雑緩和につながることから、

積極的に採用する。

イ対応業務

各種用紙の配付、申告相談など、他の時間帯と同様の範囲で対応する。

口休憩時間確保のための対策

昼休み時間帯における対応に当たっては、特定の職員に過重な負担が掛かることのな

いよう配意するほか、案内担当統括官等を含めた全職員が45分間

場合は30分間）_の休憩時間を確実に確保するため、

①朝ミーティングで職員に休憩時間の確保について周知徹底を①朝ミーティングで職員に休憩時間の確保について周知徹底を

休憩時間 I．

図る

② IDカードのひもや腕章の色を変えることにより、休憩時間の割振りを可視化する

③短時間で配置人員を変更しにくい外部申告会場などでは、ローテーションを組んで

交代で休憩する

④昼休みの時間帯に従事する短時間勤務の非常勤職員を採用する

など、適切な対策を講ずる。

なお、確定申告会場においては、 「交代で昼休みを取っているため、少ない職員で対

応している」旨の看板の掲出やエンドレステープを活用したアナウンス等を確実に行う

など、来場者に対する周知を図る。

おって、看板の作成に当たっては、別添13 「昼休みの広報文例」を参考とする。

ハ休憩場所の確保

休憩場所については、職員等の健康に十分配意し、各署・各会場の実情に応じて確実

に確保するとともに､_確定申告会場に従事する職員等に対して、確実に周知する。

なお、休憩場所の確保に当たっては、納税者から遮断されたスペースを確保すること

に留意する。
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二広報

昼休み時間帯における納税者への対応については、広報チラシ等による積極的な広報

は実施しないことに留意する。

側相談事績の取りまとめ等

イ個人課税部門

申告書、各種申請書、届出書、送信票等については、取りまとめ責任者を定め、提

出・作成状況を別冊様式121 「令和5年分申告相談事績表兼申告書等受理整理票」 （以下

「相談事績表」 という｡）に取りまとめる。

なお、取りまとめた申告書、各種申請書、届出書等については、 「相談事績表」 （別冊

様式121）の写しとともに、管理運営部門（又はセンターの申告処理グループ）に確実

に引き継ぐ。

おって、提出書類欄が「無」の「提出書類確認票」 （別冊様式92）については、個人

課税部門において管理する。

（ｲ） 申告書への表示

申告相談を行ったコーナーに応じて申告書の余白に次の表示を行う。

①個別相談コーナー・ ・ ・相談担当者の署名等

②①以外のコーナー・ ・ ・ 「集」のゴム印を青色で押なつ

（ﾛ） 事績管理

個人課税部門で取りまとめた相談事績表については、速やかに、個人課税部門総括

担当に回付し、総括担当は回付を受けた相談事績表を基に、 「確定申告期事務管理シ

ステム」 （以下「確申システム」 という｡）に事績を入力する。

なお、確申システムの具体的な操作要領等については、別途連絡する。

ロ資産課税（担当）部門

相談事績等は、確申システムに入力する。

なお、確申システムの具体的な操作要領等については、別途連絡する。

㈹その他

イ看板の掲出

来場者に周知する看板等には、

①会場への入場には入場整理券が必要であること 申告書等の提出のみの場合は不要

②入場整理券は各会場で当日配付、 LINEから事前発行も可能であること

③相談受付時間は16時までであるが、入場整理券の配付状況によって早めに相談受付

を締め切る場合があること

④来場者自らがスマホやパソコン操作して申告書を作成・提出する申告相談体制で対

応していること （ 「申告相談体制の広報文例」 （別添9）を活用）

などを記載の上、庁舎玄関や確定申告会場等に掲出する。

ロプレプリント申告書持参者が新たに申告書を作成した場合

プレプリント申告書持参者が新たに申告書を作成した場合（作成コーナー用パソコン

利用者を除く。 ）は、職員がプレプリント内容（整理番号・住所・氏名・予定納税額）

を確認の上、新たに作成した申告書第一表の整理番号欄に整理番号を移記するとともに、

右側余白に確認者の署名等を行い、不要となったプレプリント申告書は本人に返却する。
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ハ忘れ物の注意喚起

確定申告期においては、忘れ物・落とし物が多いことから、会場の出口にポスター

を掲示した上で、各コーナーに従事する職員による声掛けを行うなど、注意喚起を実

施する。

9 1C認証プリンタの活用

IC認証プリンタは、出力帳票の取違いの防止、 、申告相談事務の効率化、パソコンコー

ナーの混雑緩和等を目的として活用する。

なお、活用に当たっては、 IC認証プリンタが効率的に稼働するよう、パソコン等の配置

に努めるとともに、提出ボックスとセットで活用することにより、収受事務の更なる効率化

を図る。

また、 IC認証プリンタは、原則として確定申告会場で活用することとし、運用に当たっ

ては予備のプリンタを確保するなど不測の事態に備える。

おって、 IC認証プリンタ を使:： 呂 刷機能を活用し、パソコン

どして、申告相談事務型の稼働状況等を把握した上で 晉人員 の分析・検証を行うなどして、

の効率化を図る。

外部団体との協調体制

マイナンバー制度への対応

イ地方税当局

地方税当局における納税者の特定個人情報の取扱いに当たっては、平29.10.13付課個

1－59 「平成29年分以降の確定申告期における地方公共団体に提出される所得税申告書

等に係る番号法上の取扱い（指示） 」及び「確定申告期における番号制度に関するQ&

A」に基づき、適切に対応する。

また、令元.7．5付大局総企（二）第26号ほか11課共同「『社会保障・税番号制度』

の定着に向けた周知・広報について（指示)」及び令4．8．4付大局総企（二）第15号

ほか7課共同「マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進に向けた周知・広報

等について（指示)」に基づき、会場内への「マイナンバーカード申請コーナー」の設

10

(1)

置に

適宜連携しながら、申請コーナーの設置等に取り組む。

口関係民間団体等

関係民間団体等及び従事税理士による特定個人情報の取扱いに当たっては、局WAN

の企画課文書ライブラリに掲載している「マイナンバー制度に関する質疑応答集」に基

づき、適切に対応する。

また、令元.7．5付大局総企（二）第26号ほかll課共同「『社会保障・税番号制度』

の定着に向けた周知・広報について（指示)」及び令4．8．4付大局総企（二）第15号

ほか7課共同「マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進に向けた周知・広報

等について（指示)」に基づき、関係民間団体等に対して、 「マイナンバーリーフレット」

を活用して、確定申告におけるマイナンバーカードの利活用の周知を行う。

【 「マイナンバー制度に関する質疑応答集」掲載場所】

文書ライブラリ ー07_企画課文書ライブラリ 【その他】 ＝ウ 03－マイナンバー・法人番号＝ウ

09-各種FAQ=ウ 01_国税庁
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(2)青色・記帳コーナーの設置

青色・記帳コーナーについては、青色・記帳コーナー等設置事務連絡に基づき、青色申

告制度の普及、記帳慣行の定着及び関係民間団体との連携・協調を図ることを目的として

設置する。

振替コーナーの

振替コーナーについては、青色・記帳コーナー等設置事務連絡に基づき、振替納税など

のキャッシュレス納付の利用拡大及び関係民間団体との連携・協調を図ることを目的とし

て設置する。

(4)年金所得者申告手続不要制度への対応

地方税当局の窓口に来所した者のうち、所得税等の申告が不要となる者については、所

得税等の申告書を仮収受することなく、確実に住民税申告へ誘導するよう、地方税当局に

要請する。

なお、地方税当局に誘導した者に対しては、翌年分の住民税申告書を発送するよう、地

方税当局と確実に協議する。

おって、住民税申告書の送付を要請するに当たって、地方税当局から「該当者名簿」の

提供等の要請があった場合には、局個人課税課（監理第二係）に連絡する。

(5)地方税当局が開設する確定申告会場

地方税当局が開設する確定申告会場については、公的年金等受給者等に対する来場案内

を実施する。

なお、案内対象者の選定に当たっては、年金所得者申告手続不要制度に十分留意した上

で行う。

おって、次の事項について、地方税当局に協力を依頼する。

イ地方相談会場用QRコードの活用

呂詠今
のスマ ：二告件等を把 122 相談会＊

WQRコード」を交付し、地方相談会場において来場者がスマホ 申告を行う場合には

｢地方相談会場用QRコード」 （別冊様式122 を読み取った上で申告 成・送信を書の

を依頼
グー

なお、協力側 頁に当たっては 地方団体に対して地方相談会場におけるスマホ申告を

強要するものと受け止められないよう注意する。

おって、地方相談会場用QRコードの活用に当たっては以下の点を順守するよう、併

せて地方団体に依頼することに留意する。

①当該QRコードは地方相談会場内においてのみ活用することとし 会場内での 弓示

物に掲載することにより来場者に利用させること‘

②納税者等が当該QRコーEを会場外において活用することのないよう、来場者に配

付するチラシ等への掲載は厳に行わないこと。

p e-Taxの利用勧奨

地方税当局から国への申告書等データの引継ぎや、庁HP作成コーナー（書面)、確

定申告書等作成コーナーソフトを利用した申告相談を実施できない地方税当局に対して
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は、ヱイナンバーカーEを利用したe-Tax廟告による申告指遵を要請するとともに、翌

年の実施に向けた環境整備を行うよう働き掛ける。

なお、 咽期|隈・郷

もに、納付金額に応じてスマホアプリ納付や振替納税の利用を勧奨する（スマホアプリ

納付の利用上限金額は30万円

(6) 地方税当局及び税理士会支部への確定申告書等作成コーナーソフトの無償貸付け

地方税当局及び税理士会支部が開設する確定申告会場における納税者利便の向上を図る

ため、地方税当局及び税理士会支部に対しては、要望に基づき確定申告書等作成コーナー

ソフトの無償貸付けを行う。

なお、確定申告書等作成コーナーソフトを利用する地方税当局には、データ引継ぎの勧

奨を積極的に行う。

おって､確定申告書等作成コーナーソフトの無償貸付けは、別添14 「確定申告書等作成

コーナーソフトの無償貸付けについて」により実施する。

(7)地方税当局職員に対する研修

申告相談事務に従事する地方税当局職員に対しては、誤りやすい事項を中心に研修を実

施する。

なお、研修内容は、実際のスマホや作成コーナー用パソコンの操作方法を盛り込むなど

実践的なものとし、地方税当局職員が適切に申告相談を行えるよう工夫する。

おって、データ引継ぎを行う地方税当局においては、確定申告会場における利用者識別

番号誤りの未然防止や送信時エラーの対応方法についても研修を実施するほか、必要に応

じて利用者識別番号の新規取得の方法等についても説明を行う。

(8)地方税当局職員の確定申告会場への従事

地方税当局の職員及び非常勤職員が、税務署内及び確定申告会場において各種の確定申

告事務に従事する場合は、令2．11．6付課個4－58ほか4課共同「確定申告期における地

方団体職員等の税務署内等での従事に当たり留意すべき事項について（指示） 」に基づき、

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に規定する

「労働者派遣」に該当することがないよう、適切に対応する。

なお、確定申告会場に地方税当局の職員がスマホコーナー等に操作補助者として従事す

る場合には、来場者に対して的確な操作補助ができるよう、事前にスマホによる申告書作

成方法や作成コーナー用パソコンの操作方法等について研修を行う。

11 申告相談の業務委託を含む各種施策

申告相談の業務委託については、近畿税理士会が受託者となったため、該当署においては、

税理士会支部と十分協議の上、次のとおり実施する。

（1）地区相談会場等

地区相談会場等については、納税者利便の向上及び期中の署の混雑緩和を図ることを目

的として開設する。

開設に当たっては、地方税当局や共催者である納税協会と事前に十分協議するとともに、

－38－



連携・協調を図り、各種広報媒体を利用した広報等により、地区相談会場等の利用割合を

高めるなど、効果的かつ効率的な運用を図る･

なお、令和6年分確定申告に向けては、定員の削減など確定申告を取り巻く環境は引き

続き厳しいことが予想されることから、確定申告会場及び内部事務に従事する職員のマン

パワーの確保を最優先事項として、会場における職員等の従事を最小限に留め、地方税当

局や税理士等が主体となった会場運営への移行（アウトソーシング化の推進）に向けた検

討を行うとともに、地方税当局による相談対応の拡充、地方税当局や関係民間団体による

協議派遣事業の実施に向けた協議を行う。

イ申告相談体制

e-Taxの利用拡大を図る観点から、税理士会支部に対して税務支援用IDを利用した

代理送信の実施及びe-Tax操作が可能な税理士の従事について協議を行う。

口インボイス制度の定着に向けた対応

インボイス制度に関する相談に適切に対応するため、前年に実施した記帳指導におい

て、 自計が困難と判断された消費税課税事業者などについて、地区相談会場へ誘導する。

に留なお、誘導に当たっては、後記

意する。

(2)確定申告コールセンター

確定申告コールセンターについては、前年に引き続き、署の電話相談事務量の削減を目

的として開設し、確定申告期間や確定申告会場の所在地など、確定申告に係る「定型的な

問合せ」を民間オペレーターで対応するとともに、税法に関する「一般的な税務相談」は

税理士及び税務相談官において対応し、管内全署に寄せられる確定申告に係る電話相談を

一括処理する。

なお、確定申告コールセンターの実施体制及び署における対応については、別途発遣予

定の「令和5年分確定申告コールセンターの実施について（連絡)」に基づき適切に対応

する。

【確定申告コールセンターの開設期間等】

(注） 1 開設期間には、 2月18日 （日）及び2月25日 （日）を含む。

なお、 2月18日 （日）については、税理士は従事しない。

2 1月4～lO日に「0番」 （確定申告に関する相談）が選択された電話については、税務相談官
一

（電話相談センター）が対応する。

12外部に依頼・委託して行う申告相談

地方税当局等に依頼・委託して行う申告相談については、来場案内の実施や申告相談体制

について依頼・委託先と十分協議する。

－39－

期間 時間

オペレーター 令和6年1月11日 （木）～3月15日 （金） 午前8時30分から午後5時

税理士 令和6年1月26日 （金）～3月15日 （金） 午前9時5分から午後5時5分

税務相談官 令和6年1月11日 （木）～3月15日 （金） 午前8時30分から午後5時



(1) 来場案内対象者

イ地方税当局

原貝llとして、①給与所得者、公的年金等受給者等、②おおむね特前見込所得300万円

以下の白色申告者とする。

なお、対象者の抽出に当たっては、管理運営部門が「納税者データ等出力システム」

により出力する別冊様式123「令和5年分確定申告書発送者名簿（年金者用整理番号順)」

及び別添15 「対象者の抽出方法」等を活用する。

口地区相談会場

税理士又は税理士法人が関与していない者で、次に掲げる者とする。

①事業所得者、不動産所得者及び雑所得者（譲渡所得のある者を除く｡）で、令和4

年分の所得金額（専従者控除前又は青色申告特別控除前）が300万円以下の者

②上記①のうち、基準期間の課税売上高が3,000万円以下の消費税課税事業者

③ 上記①又は②に準ずる者 給与所得者及び年金受給者（譲渡所得のある者を除く。）

こ当たっては、税理士会支部と協議を行う。なお、複雑な相談への対応に当たっては、

(2) 来場案内の方法

来場案内は、次の区分により実施する。

なお、来場案内にはがきを使用する場合は、必ず個人情報保護のため被覆シールを貼付

するとともに、被覆シールについては、送付前に、剥がす際に不具合が生じないことを確

実に確認する。

イ地方税当局

地方税当局に依頼して行う申告相談への案内については、別冊様式124 「来場案内状

（三税共同用)」を使用し、その作成及び送付は署が行う。

口地区相談会場

地区相談会場への案内については、別冊様式125 「確定申告の御相談について」を使

用し、その作成及び送付は署が行う。

なお、来場案内対象者以外の事業者に対しては、別冊様式126 「確定申告会場開設の

御案内について」により案内を行う。

(3) 相談方法等

イ相談担当者等への依頼事項等

相談担当者等に対しては、次の事項について確実に協力を依頼するとともに、研修等

の内容に確実に盛り込むことに留意する。

(ｲ） 自宅等からのe-Tax申告の推進関係

① 「自宅等からのe-Tax申告利用勧奨チラシ」 （別冊様式3)及び「スマホ申告利

用勧奨チラシ」 （別冊様式4）の手交並びに自宅等からのe-Tax申告の働き掛け

②e-Taxを利用した申告の勧奨に応じない者に対しては、本年の申告書等の控えを

保存し、翌年以降は控えを参考に自分で申告書等を作成してe-Tax等で早期に提出

する旨の指導

(ﾛ） 消費税関係

①インボイス制度の概要説明並びに消費税軽減税率制度に関する周知及び丁寧な指導
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②インボイス発行事勇 者に対する消費税等の申告・納税及び記帳・原始記録の保 子

が必要となる旨の指i

③令和6年分において消費税新規課税事業者となる者に対する令和6年分の消費税

等の申告・納税及び記帳・原始記録の保存が必要となる旨の指導（消費税課税事業

者届出書の提出勧奨、簡易課税選択の意思確認及び振替納税の利用勧奨を含む｡）

④消費税等の中間申告義務のない事業者で、上半期に売上が集中することが見込ま

れる来場者を把握した場合には、消費税等の任意の中間申告・納付制度についての

説明及び利用勧奨

(ﾊ） 適正申告の推進関係等

①収支内訳書や申告書等の記載内容に応じた適正な決算・申告等のアドバイスの実施

②来場者のうち、白色申告の事業所得者等に対しては、 「周知用リーフレット （記

帳・帳簿等の保存制度)」 （別冊様式12)の手交

(二） 税制上の制度関係等

①源泉徴収票等の内容を確定申告書第二表等に確実に記載するよう指導するほか、

納税相談時には源泉徴収票等が必要である旨の説明

②令和2年分以降、 65万円の青色申告特別控除の適用は、 e-Tax又は電子帳簿保存

が必要である旨の説明

③令和4年分以降、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場

合には、収支内訳書の添付が必要となる旨の説明

④退職所得のある納税者が確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額を申告

書に記載する必要がある旨の説明

⑤医療費控除の適用に当たっては､医療費の領収書の添付又は提示によらず、医療

費控除の明細書の添付が必要となる旨の説明

⑥令和5年分以降の国外居住親族に係る扶養控除等について、対象となる扶養親族

｢令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

（別冊様式27）を活用し、適切に取り扱う旨の説明

(ﾎ） 納税・還付関係

①納付となった者に対する「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を活用した

納期限又は口座振替日の周知及び振替納税やスマホアプリ納付を中心としたキャッ

シュレス納付の利用勧奨

②振替納税の利用を希望する者に対する「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）

の交付及び納期限までに振替依頼書をオンラインエは書面で提出する旨の指導

なお、振替依頼書での提出を希望する者に対しては、振替依頼書に本人氏名の記

載と指定する預貯金口座の届出印を押印した上で、納期限までの提出を指導

おって、過去に振替口座の登録を行っている者で振替口座等の変更がない場合に

は、再度振替依頼書の提出は必要ない旨の指導

③スマホアプリ納付の利用を希望する者に対しては、 「納期限．納付手段チラシ」

（別冊様式9）を交付し、納期限までの納付を指導

④クレジットカード納付を希望する者に対しては、必要に応じて「クレジットカー

ド納付周知チラシ」 （別冊様式87）を活用して周知
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⑤金融機関における納付を希望する者に対しては、納付書の確実な手交

⑥還付となった者に対しては、 「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を活用し

て、還付の支払いには、 1か月から1か月半程度時間がかかる場合があることを周

知するとともに、確定申告会場等に設置した作成コーナー用パソコンを利用して

e-Taxにより提出された還付申告については、インセンティブ措置の対象外である

ことを指導

(ﾍ） その他

①令和5年分の所得税等の申告書等ヘマイナンバーの記載指導及び本人確認書類の

写しの添付を行うよう指導するほか、本人確認書類の写しの添付がない場合は、

「後日、税務署から督促を行う場合がある」旨の説明

②手書きで作成された申告書の仮収受の際には、復興特別所得税のほか、確定申告

書第二表等の記載漏れがないか確実な確認

③来場者のうち、年金所得者申告手続不要制度に該当する者に対しては、 「周知用

リーフレット （年金所得者申告手続不要制度)」 （別冊様式28）及び来場者が持参し

た申告関係書類を携行させた上で、確実に地方税当局に誘導

④共催者である納税協会の役員及び会員が、来場者の個人情報及び特定個人情報を

取り扱うことのないよう指導

口確定申告関係諸用紙等の配備

地区相談会場等には、確定申告関係諸用紙、各種申請に必要な用紙等を常備するとと

もに、共催の場合は、共催者である関係民間団体の活動内容等を紹介したパンフレット

等についても備え付けるよう配意する。

なお、常備すべき確定申告関係諸用紙等については、別添16「会場に常備すべき確定

申告関係諸用紙等一覧」を参照する。

(4) 外部申告会場等において仮収受した申告害等の取扱い

イ確定申告会場名の表示

外部申告会場等において仮収受した申告書等は、申告書第二表等の有無を確認した上

で、次の区分に応じ、確定申告会場名を青色で表示（例えば、 「○○扱い」など）する

ほか、 「指導分」又は「収受のみ」のいずれかを併せて青色で表示する。

①申告書…………「還付される税金の受取場所」欄の右側余白

②決算書等･･……・ 「住所・氏名」欄の左側余白

③送信票…………「住所・氏名」欄の上側余白

ロ地方税当局

地方税当局が仮収受した申告書等には、地方税当局の収受日付印は押なつしない。

なお、仮収受した申告書等の保管等について万全を期すため、地方税当局に別冊様式

127 「受付簿兼引渡簿」を作成するよう依頼する。

また、マイナンバーの記載があり、本人確認書類の写しの添付のない申請書等の引渡

しに当たっては、署において同時に引渡しを受けた申告書に添付された生命保険料控除

証明書等の第三者作成書類から身元確認を行うことから、効率的に確認が行えるよう、

地方税当局における申告書等の取りまとめ方法を協議するほか、マイナンバーの取扱い

に当たっては、平29. 10. 13付課個1-59 「平成29年分以降の確定申告期における地方公
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共団体に提出される所得税申告書等に係る番号法上の取扱い（指示)」に基づき適切に

対応する。

おって、被保険者等記号・番号等については、令2．9．29付官総10-75ほか16課共同

「被保険者等記号・番号等の取扱いの変更について（指示） 」に基づき適切に対応する。

地方税当局から国への申告書等データの引継ぎを利用した申告書の処理については、

平28. 11.2付課個5-14 「『地方団体から国への申告書等データの引継ぎに係る事務実

施要領』について（通知） 」に基づき、適切に処理を行う。

ハ地区相談会場

署職員が常駐している会場は、当該職員が申告書等の収受を行うが、常駐していない

会場については、従事税理士が仮収受を行い、業務終了時に来場する申告書等回収担当

の署職員が引継ぎを受ける。

二関係民間団体等

関係民間団体等が会員の申告書等を一括提出する際には、申告書等の保管等について

万全を期すため、関係民間団体等に「受付簿兼引渡簿」 （別冊様式127)を作成するよう

依頼する。

(5)相談事績の取りまとめ

外部の相談担当者が行った所得税等（譲渡所得以外） ・消費税等の相談事績については、

原則として、外部の相談担当者（地区相談会場分は担当税理士、地方税当局分は地方税当

局職員）が相談事績表に取りまとめるよう依頼する。

なお、担当税理士が協議派遣方式による代理送信等を行った場合には、別冊様式128

「協議派遣方式による代理送信等の状況票」に相談事績等を取りまとめるよう依頼する。

(6)署における取りまとめ

申告書等回収担当者は、回収時に申告書等と 「受付簿兼引渡簿」 （別冊様式127）を確実

に照合し、回収漏れがないことを確実に確認する。

なお、回収した申告書のうち、相談分については、申告書の相談機関別に税務署整理欄

の「区分E」欄に次のとおり、該当するコードを記載する。

おって、税務署整理欄への記載要領については、内部事務留意事項を参照する。

【税務署整理欄記載コード】

13電話相談

税務署への個別照会等により確定申告コールセンターから転送された場合や直接納税者か

ら問合せがあった場合には、各署で対応する。

（1）電話相談担当者については、前年の状況を踏まえ、時期別・曜日別に適切に配置する。
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今

相談機関 ｺｰﾄ 相談機関 ｺｰﾄ
寺

署相談 1 民間団体（農協・漁協） 2 地方税当局 3

税理士会 4
地区相談、事前集合指導

(税理士従事あり）
5
出張相談、事前集合指導

(税理士従事なし）
8

納税協会・商工会・商工

会議所
A 郵送等提出 C



(2) 電話相談担当者が複雑な内容の相談を受けた場合には、安易に回答することなく、質

疑内容、相手の氏名及び電話番号を聴き取り、審理担当者等と十分検討の上、改めて回

答する。

(3) e-Taxソフト及び庁HP作成コーナーの操作等に係る相談に対しては、まずは局WAN

の「e-TaxNAVI」に掲載されている「FAQ集」等を活用するなどして的確に回答を

行う。

なお、回答できないもののうち、事前準備、送信方法、エラー解消などのシステムやソ

フトウェアの使い方に関する質問については、 e-Tax･作成コーナーヘルプデスク （以下

「庁へルプデスク」 という。 ）を案内する。

おって、庁へルプデスクヘの案内に当たっては、別添17 「庁へルプデスクの対応範囲等」

に留意する。

(4)納税者から申告書等の送付依頼があった場合の対応については、後記第9 「2 申告書

等の送付に係る問合せへの対応 を参照する。

機に免税事業者から課税事業者へ転換した事業者に該当5

する旨や2割特例の適用を希望する旨の申立てがあった場合において、当該納 協者に係る

インボイス発行事業者の登録状況を伝える際は、 KSKシステムに登録された納税者の連

絡先に折り返し電話連絡する等、個人情報の取扱いに特に配意する。

14署外会場の署内回帰等に向けた検討

得ず、署外に開設している場合があるが、今後、 自宅等からのe-Tax申告の増加に伴い、来

ペースに余剰が生じる見込みであることから、単独署外会場の署内回帰や更なる会場の合同

化の検討が急がれる状況である。

したがって、確定申告会場については、令和8事務年度の全署を対象としたセンター この

実施、次世代システムの運用開始による部内業務のペーパーレス化（令和8事務年度以降）

等を見据えたところで、相談事務自体が最小化されることを前提に、署外会場の署内回帰等

閉庁日対応

閉庁日対応の実施

令和5年分確定申告においては、 2月25日（日）に閉庁日対応を実施する。

第5

1

実施署については、前年と同様、管内56署とし、納税者利便と職員負担等のバランスを考

慮し、閉庁日対応を効果的・効率的に実施するため、実施署のうち41署については、合同会

場を開設して対応する（別添18「令和5年分確定申告期における閉庁日対応一覧」参照)。

閉庁日対応の実施日が2日から1日へ変更となり、これまでの閉庁日実施に当たっては、

対応1日当たりの来場者数より多くの来場者が申告相談に訪れる可能性があることを勘案し、

平日業務への影響を最小限にとどめ、かつ、可能な限り来場者が申告相談を受けることがで

の確定申告期間中における1日当たりの来場者数の最大値を目安に職員の適前をきるよう、

正配置や非常勤職員の有効活用を行うなど、効率的な実施に努める。

なお、週休日の勤務については、署幹部が職員の個別の事情をきめ細かく把握した上で可

能かどうか判断する。
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2月18日（日）及び2月25日（日）に確定申告コールセンター

2月25日 （日）のみ）で

おって、電話相談については、

を開設し、局職員のほか、民間オペレーター及び税理士（税理士は2月25日 （日）のみ）で

対応し、署への転送は行わない。

具体的な実施要領については、別途発遣予定の「令和5年分確定申告期における閉庁日対

応の実施に当たり留意すべき事項について（指示)」により指示する。

2週休日の振替

閉庁日対応実施日の従事については、週休日の振替措置を確実に行う。

なお、週休日の振替日については、可能な限り、閉庁日対応実施日の前後1週間以内の日

とし、職員の健康にも十分配意するほか、職員の意思を十分尊重して決める。

第6確定申告書の審査等

1 不正還付の未然防止

還付審査等に当たっては、平21.626付課個4－35ほか11課共同「『個人課税事務提要

（事務手続編)」の制定について（事務運営指針)」の第7章第6節8 （所得税の還付申告書

の審査等）及び第8節8 （消費税等の還付申告書の処理）によるほか、次の点に留意する。

（1） 所得税等。消費税等共通

イ責任体制の明確化を図るため、統括官1名を還付審査責任者に指名する。
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支払先調査を実施する場合には、支払先調査を行う専担者を指名するほか、内部事務

留意事項に基づき、事務処理手順を確実に遵守するとともに、別冊様式130「所得の内

訳書の提出について」 、別冊様式131 「給与（報酬|等）の支払内容等について」及び別

冊様式132「給与（報酬等）の支払内容等の回答書」を使用し、別冊様式133 「支払先調

査の照会整理簿」により既未済を適切に管理する。

住宅借入金等特別控除等の適用を受けている申告書の還付審査等に当たっては、 「誤

り連絡せん」を確認するなどして、次の事項を確実に確認する。

(ｲ） 次の期間において、居住用財産の譲渡所得の課税の特例等を適用する場合は、住宅

借入金等特別控除等が受けられないこと

①令和2年4月1日以後に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間

②令和2年3月31日以前に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

(ﾛ）入居した年及びその前年に住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例等を適用した場

合は、家屋等の取得対価の計算に当たり、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例等

を受けた金額を控除する必要があること
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(3) 消費税等

イ消費税等については、別途、還付審査専担者を指名する。

ロ令和元年分以降、消費税申告書第二表が追加され、一般用、簡易課税用に添付すべき

付表の種類が変更となっていることから、これらを確認し、税額計算に疑義が認められ

る場合は、適切に処理する。

ハ還付申告書については、内部事務留意事項に基づき、適切に処理する。

なお、還付審査専担者は別冊様式135「消費税還付審査連絡せん」を原則全件作成し、
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(4) 管理運営部門との連携
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p既に入力された課税事績について、誤り連絡せんに基づいて訂正又は削除を行った場

合は、訂正（削除）入力処理のバッチ番号を記載した誤り連絡せんにより管理運営部門

への連絡を確実に行う。

(5)不正還付に係る連絡体制

還付審査において不正の疑いのある申告書を把握した場合には、直ちに還付審査責任者

が二次チェックを行う。

二次チェックにおいても不正還付の疑いが残る場合には、不正還付に対して、的確に対

応するため、個人課税（第一）部門統括官を通じ、直ちに局個人課税課（監理第五係）に

連絡するとともに、当該申告書及び添付書類等関係書類の写しを送付し、局署間の情報の

共有化を図る。

2国外転出時課税制度を適用した申告書に係る対応

国外転出時課税制度を適用した申告書が提出された場合には、平21.6.26付課資5－48ほ

か11課共同「『資産税事務提要（事務手続編)』の制定について（事務運営指針)」に基づき

適切に処理する。

第7地方税当局等との連絡・協調

1 地方税当局との協調体制

データ引継ぎへの参加のほか、 e-Taxを利用できるパソコンの設置又は確定申告書等作成

コーナーソフトの無償貸付によるICTを利用した申告相談の実施や公的年金等受給者への

対応など、地区税務協議会等で協議した事項について、相互協力関係の下、適切に実施する

とともに、引き続き、令和6年分確定申告を見据え、より一層の協調体制の拡充が図られる

よう、地方税当局と協議を行う。

2地方税当局の申告書等の閲覧

地方税当局の申告書等の閲覧は、具体的な閲覧の時期や申告書等の回付手順などについて、

地方税当局と協議の上、決定する。

なお、データ連携については、前年の実施状況を踏まえ、国税及び地方税当局双方の事務

負担の軽減並びに円滑な実施が図られるよう適切に対応する。

おって、具体的な事務処理については、内部事務留意事項に基づき実施する。
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3協議派遣方式による代理送信の利用拡大に向けた働き掛け

協議派遣事業の対象となる団体（以下「対象団体」 という｡）に対しては、前年の実施結

果や問題点を十分に踏まえ、対象団体の申告相談の実施状況や申告書の提出件数等を確実に

把握した上で、一層の利用拡大に向け、引き続き、積極的な働き掛けを行う。

特に、令和5年分確定申告において対象団体から協議派遣方式による代理送信の実施の確

約を得ている場合は、同団体に対し開始届出書の事前提出を依頼するなど、効率的かつ円滑

な実施に向けて最終調整を行う。

なお、税理士会支部に対しては、対象団体から派遣要請があった場合、 e-Tax送信ができ

る税理士を優先的に派遣するよう働き掛けを行うほか、外部申告会場のうち、インターネッ

ト環境が整っているなど、パソコンを活用した申告相談体制の構築が可能な会場については、

代理送信の実施についても積極的に要請する。

第8研修の実施

確定申告期に向けた研修については、署集合研修により適切に実施する。

なお、実施に当たっては、関係各課部門と研修内容を十分に協議し、開催日を複数回に分

けるなど対象者全員が受講できるよう配意するほか、非常勤職員に対しては、十分な日数を

確保し、可能な限り実践的な研修を実施する。

また、研修内容については、インボイス制度への対応のほか、申告相談事務と内部事務の

双方に対応できるよう、スマホ専用画面や作成コーナー用パソコンの操作方法、内部事務処

理要領等を確実に盛り込む。

特に、インボイス制度への対応に当たっては、 インボイス制度の開始後、初めての確定申

告となることから 丁寧な申告相談・説明が行えるよう、必要な研修を実施する

加えて、スマホアプリ納付の利用推進のため、スマホスタンド及び「納期限・納付手段チ

別冊ラシ

ほか､①専用サイトから氏名や税額等の納付情報を直接入力することで、納付可能であるこ

と、②専用サイトへのアクセスに当たっては、メッセージボックスの「納付情報登録依頼」

から専用サイトへアクセスすることができることを併せて説明する。

おって、研修資料の作成に当たっては、両面・集約印刷の徹底やリソグラフの活用など用

紙の使用量削減に取り組む。

1 e-Taxに係る研修

e-Taxについては、納税者等からの申告手続に係る問合せ等に適切に対応できるよう、手

続の流れに沿った研修を実施する。

なお、研修の実施に当たっては、局WANの「e-TaxNAVI」に掲載されている「FA

Q集」を活用するなど、納税者等に対して的確な回答及び利用勧

実を図る。

奨を行えるよう、内容の

2スマホ専用画面に係る研修

スマホ専用画面の操作研修については、局WANの個人課税課文書ライブラリに掲載して

いる「令和5年分_確定申告書等作成コーナーの画面遷移（スマホ版） 」や「スマホ申告研

修資料（令和5年10月） 」 などを活用し、職員等に対して、適切に実施する。
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なお、スマホコーナーに従事する非常勤職員については、早期に操作方法を習熟させ、ス

マホ操作に堪能な非常勤職員が他の非常勤職員に対してアドバイスを行える体制を構築する。

【｢令和5年分_確定申告書等作成コーナーの画面遷移（スマホ版)」掲載場所】

文書ライブラリ→15-個人課税課文書ライブラリ 【その他】 ‐05-作成コーナー関係資料

→令和5年分→01-作コナ等画面遷移

【｢スマホ申告研修資料（令和5年10月)」掲載場所】

局署共通フォルダ→共用フォルダ→局署お知らせフォルダ→ 【削除予定日20240930】 【個人

課税課】スマホ研修

3作成コーナー用パソコンに係る研修

作成コーナー用パソコンの操作研修については、パソコンを活用した実践的な研修を早期

に実施する。

なお、研修の実施に当たっては、納税者のパソコン操作習熟度に応じた操作補助等を徹底

する観点から、効率的な申告相談体制を構築した署の申告相談の状況を撮影した動画を活用

するなど、効果的な研修内容となるよう努める。

パソコン操作補助者については、早期に操作方法を習熟させ、パソコン操作補助に堪能な

非常勤職員が他の非常勤職員に対するアドバイスを行える控制を構築す苞ほか、消費税等の

申告に対応できる要員の育成にも努める。

おって、贈与税については、前年の来場者の状況等を踏まえ、操作補助が堪能な一部の非

常勤職員に対して集中的に研修を実施するなどして、贈与税の申告に対応できる要員を数名

程度育成する。

4インボイス制度に係る研修

インボイス制度については、別冊様式136 「適格請求書等保存方式の概要一インボイス制

度の理解のために－」及び別冊様式137 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等

保存方式に関するQ&A」を活用し、納税者等からの問合せ等に適切に対応できるよう、制

度の概要や申告方法等を踏まえた研修を実施する。

申告書等の収受笠に係る研修

申告書等の収受等については、内部事務留意事項
■■■■■■■■

5

及び別途内部事務センター化PTから発

を参照し、研修を実施する。

ては、 「納期限・納付手段チラシ」

〃〕 l理

なお、研修の実施に当たっては、 「納期限・納付手段チラシ」 （別冊様式9）を活用する

など、申告書等の収受時に併せて振替納税やスマホアプリ納付を中心としたキャッシュレス

納付についての利用勧奨を行えるよう、内容の充実を図る

6マイナンバー制度への対応に係る研修

マイナンバー制度への対応については、厳正な情報管理が必要になるほか、確定申告会場

においては、来場者に対するマイナンバーの記載指導や本人確認を適切に実施する必要があ

ることから、十分に研修を実施する。

なお、研修の実施に当たっては、局WANの企画課文書ライブラリに掲載している「確定

申告期における番号制度に関するQ&A」のほか、 「確定申告会場等における安全管理措置
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等確認チェック表」 （別冊様式1） 、 「内部事務における安全管理措置等確認チェック表」

（別冊様式2）を活用するなどして、職員の意識の醸成を図るとともに、マイナンバー制度

への対応方法について周知・徹底を図る。

【｢確定申告期における番号制度に関するQ&A」掲載場所】

文書ライブラリ→07_企画課文書ライブラリ 【その他】 弓03-マイナンバー・法人番号

‐09－各種FAQ→01_国税庁 ．

7個人課税・資産課税の一体的相談体制の構築に向けた研修

個人課税・資産課税の一体的相談体制の構築に向けた研修については、個人課税部門と資

産課税（担当）部門が十分に協議の上、相互に研修講師の派遣を行う。

なお、研修の実施に当たっては、局作成の研修資料等を活用し、一般的な税法の講義にと

どまることなく、来場者からよくある質問や誤りやすい事例を盛り込むなど、より実践的な

研修内容となるよう努める。

特に、土地等譲渡所得及び贈与税については、

修資料を活用するなど、職員

の習熟度に応じた研修を実施することにより、全ての職員が少なくとも土地等譲渡所得及び

贈与税に係る基本的な知識及び相談スキルを習得することができるよう努める。

8還付申告書の審査要領に係る研修

還付申告書の審査要領に関する研修については、不正還付に対する職員の知識や審査能力

の向上を図る観点から、過去の不正還付事例に基づく具体的な手口等を周知するなど、内容

の充実を図る°

なお、研修の実施に当たっては、 ロWANの

｢審査要領」などを活用し､適切に実施する．

【｢審査要領」掲載場所】

文書ライブラリ→15-個人課税課文書ライブラリ その他】 一81-確申研修資料

→01-令和5事務年度二01-審査要領

9 「青色・記帳コーナー」 ・「振替コーナー」に係る研修

確定申告会場に従事する職員に対しては、青色・振替コーナー設置の趣旨、確定申告会場

での運営方法及び誘導方法等を説明し、事業所得者等を確実に誘導する体制を構築する。

なお、青色・振替コーナーに関する研修については、青色・記帳コーナー等設置事務連絡

に基づき適切に実施する。

おって、当研修等を通じて、関係民間団体の概要や役割等について正しく理解させるとと

もに、関係民間団体の役員等に対して感謝と敬意を表するよう、職員の意識醸成を図る。

第9

1

その他の留意事項

所得税等の申告書及び控えへの収受日付印の押なつ

所得税等の申告書及び控えへの収受日付印の押なつについては、令5． 1．20付大局総総

(文）第27号ほか8課共同「確定申告期における申告書等の収受に関する取扱いについて

(指示)」に基づくほか、 OCR読み取り部分にかからないよう申告書第一表の税務署受付
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印欄又は各項目の区分欄がない箇所及び同表控えのみに押なつし、申告書第二表等及び同表

等控えへの押なつは、原則として行わない。

なお、収受窓口において納税者等から申告書第二表等の控えへの押なつを求める旨の申出

があった場合には、申告書第二表等の控えに押なつして差し支えないが、税務署提出分の申

告書第二表等には押なつしないことに留意する。

ただし、申告書第二表等が、申告書第一表と別に提出された場合には、提出年月日を明ら

かにする必要があるため、収受日付印を押なつする。

おって、作成コーナー用パソコンから申告書データを送信した者のうち、収受日付印の控

えへの押なつを希望する者に対しては、送信票（控用）又は贈与送信票（控用）のみに押な

つすることとする。

2 申告書等の送付に係る問合せへの対応

電話及び来場による申告書等の送付に関する問合せに対しては、個人課税部門、資産課税

部門及び管理運営部門（又はセンター）で事前に十分協議を行った上で、連携・協調して適

切に対応する。

なお、申告書等未送付者から申告書等の送付依頼があった場合は、 自宅等からのe-Tax

申告を勧奨した上で、確定申告関係諸用紙は国税庁ホームページから入手できることを説

明する。

それでもなお、申告書等の送付を希望する者に対しては、別途発遣予定の「令和5年分所

得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書等並びに贈与税のお知らせは

がきの送付について（事務連絡)」に基づき適切に対応する。

3 e-Taxを利用した還付申告の処理期間

自宅等からe-Taxを利用した還付申告については、インセンテイブ措置として処理期間を

原則、 3週間程度に短縮することとしている。

なお、確定申告会場等に設置した作成コーナー用パソコンを利用してe-Taxにより提出さ

れた還付申告については、インセンテイブ措置の対象外となることに留意し、確定申告会場

には別冊様式138「早期還付の周知文等」を掲出する。

4申告書等閲覧サービス

申告書等を提出した本人又は代理人から申告書等の閲覧申請があった場合には、平17．3．

1付官総1-15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について（事務運営指針)」に

基づき、適切に対応する。

申告書等情報の取得申請があった場合は、令4．5． 13付徴管4－9ほか3課特に、本人の

共同「申告書等情報の取得サービスに係る事務処理要領について（指示)」に基づき、適切

に対応する。

5作成コーナー用パソコンのパソコン名称の設定

作成コーナー用パソコンについては、別途連絡するネーミングルールに基づき、個々のパ

ソコンにパソコン名称を設定する。

なお、作成コーナー用パソコンの外部申告会場等への持ち出し及び持ち帰りの際には、そ

の都度パソコン名称を変更する必要があることに留意する。
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6ネットワーク障害の未然防止

ネットワーク障害が発生すると、KSKシステムやe-Tax等が使用不能となり、納税者利

便に多大な影響を及ぼすことから、 レイアウト変更により大阪局WAN機器等を移設する場

合は、 「大阪局WAN機器等の移設手順」を参照し、接続誤りを防止する。

特に、現状回復時におけるLANケーブルの接続誤り防止のため、レイアウト変更前にL

ANケーブルのパソコン、プリンタ等の端末機側に目印となるテープ（大阪局WAN機器及

URKSK用機器：白、インターネット用機器：赤）を必ず貼付する。

【｢大阪局WAN機器等の移設手順」掲載場所】

文書ライブラリ ーウ 09-情報システム課文書ライブラリ 【その他】 ＝ウ 07_IT化・OAシステム関

係‐Q&A手順書等データ→07-各種機器

7 アクセス増加に伴う流量制限

令和4年分確定申告期に発生した確定申告書等作成コーナーの動作遅延を受け、令和5年

分確定申告期においては、システムの安定稼働を維持するため、サーバ性能の増強等の各種

対策を実施しているところであるが、万が一不測の事態によりサーバ性能が劣化した際の対

応として、申告書の作成途中で処理が

限」機能を導入しており 中が一定の上限を超えた際には、庁HPアクセスの翁 コー

－ジ 、, 用QRコ 用QRコ ミ

セスした利用者に対し、別冊様式139 ｢アクセス舅 中に関するお詫び」が表示されることに

留意する。

8行政手続法の運用

確定申告期及びその前後における行政指導の責任者の明示については、行政手続法に基づ

き、適切に実施する。

9改正消費税法等に関する相談者への対応

正消費税法等に関する相談者への対応に当たっては、令元. 10. 1付大局課二消（軽）

68号ほか13課共同「消費税法の改正等に伴う制度周知等施策の実施について（事務運営指

針)」に基づき、納税者から改正消費税法等に関する相談（令和5年分の消費税等の確定申

告に係る相談を除く。 ）や価格表示、消費税等の納付及び転嫁に関する相談があった場合に

は、ユンボイス等相談コーナーに案内し、適切に対応する。

なお、合同会場等においてこれらの相談があった場合には、税務署においてインボイス等

相談コーナーを設けて相談に応じることとしている旨を説明した上で相談窓口に誘導する。

10税務大学校普通科研修生の確定申告期実地研修の実施

税務大学校普通科第83期生については、別途発遣予定の

修生の確定申告期実地研修について（指示） 」に基づき、

15日 （金）までの期間の平日 (14日間）において、確定申確定申

｢税務大学校大阪研修所普通科研

令和6年2月27日 （火）から3月

告期の申告相談事務及び内部事務

に従事させる。
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別添1

確定申告会場における入場整理券方式について

1 基本方針

確定申告会場への来場者が特定の日や時間に集中する事態を回避し、会場内の来場者数を常時

一定の範囲内とするため、確定申告会場への入場に当たっては整理券を必要とする「入場整理券

方式」を実施する。

2入場整理券方式の概要

入場整理券は、当日に会場で配付することを基本としつつ、来場者の利便性確保及び来場者数

の平準化を図る観点から「LINE」をユーザーインターフェースとしたオンラインによる事前

発行（以下「オンライン発行」 という。 ）を実施する。

なお、電話や対面による入場整理券の事前発行は行わない。

（1） 当日配付

当日配付する入場整理券については、会場入口付近等において、申告を行う者1名につき

1枚配付する。

なお、相談開始時間の目安を必ず掲示して来場者に伝達の上、会場入口からの一時退避を促

すこととする。

（2） オンライン発行

オンライン発行による入場整理券は、来場者が国税庁LINE公式アカウントを「友だち追

加」した上で、スマホ等から希望する会場・日時を申し込むことで、事前発行を行う。

3実施期間及び実施署

入場整理券方式の実施期間については、原則として令和6年1月4日から同年4月1日までの

間とし、オンライン発行については、令和6年2月16日から実施する。

ただし、オンライン発行を開始するまでの確定申告期前においては、来署者数の状況など各署

の実情を踏まえ、総合窓口等での事前予約による対応としても差し支えない。

4会場における対応

（1） 当日配付

当日来場した者に対しては、先着順で配付することとし、時間枠に関する来場者からの希望

については、当日分に限り応じて差し支えない。

配付に当たっては、掲示している相談開始時間の目安を指し示すとともに、 口頭で伝達する
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など、来場者に適宜の方法で確実に周知する。

なお、配付時には、入場可能時間まで来場者が会場周辺にとどまることによって混雑するこ

とを回避するため、その場で待機せずに一時退避を促すこととし、指定された入場可能時間に

再来場するよう促す旨の掲示やアナウンスを実施する。

おって、入場整理券の当日配付終了後に来場した者に対しては、 自宅等からのe-Taxの利用

を促すとともに、オンライン発行が可能であることを説明の上、後日の来場を依頼する。

(2) 入場時の確認

会場への入場時に入場整理券（当日配付したもの又はLINE上の申込完了画面）の確認を

行う。

なお、来場者から申込完了画面のスクリーンショットや当該画面の印刷物の提示があった場

合についても、 日時が確認できたときには入場を許可する。

また、交通渋滞や電車遅延などの事由によって入場可能時間に遅れた者については、その時

点における会場内の状況に照らして入場させても会場内の滞在者数が過剰にならないと認めら

れる場合に限り、入場を許可しても差し支えない。

おって、当日配付された入場整理券を紛失した、オンライン発行を受けたがスマホを持参し

忘れた等の理由でその日時の入場整理券を取得していることが確認できない場合には、入場を

拒否し、改めて入場整理券を取得するよう依頼する。

5入場整理券の発行に当たっての具体的手順

（1） 入場整理券の発行数の決定

入場整理券の1日当たりの発行数は、当該会場における確定申告書作成用パソコンの設置台

数及びスマホコーナーの席数等に基づいて適切に見積もるとともに、令和4年分の実績を踏ま

え、 1日当たりの処理可能数を基に決定する。

なお、会場の処理能力に変更が生じた場合には、随時、 1日当たりの発行数の見直しを行う。

（2） オンライン発行に関する細則

オンライン発行の申込は、 10日先まで申込可能とし、来場日の2日前（ただし、土曜・日

曜・祝日の翌日が来場日の場合、 2営業日前）に締め切る。

オンライン発行枠の設定に当たっては、必要に応じ、過去の来場傾向に照らし、来場者数が

多いと見込まれる時間帯についてはオンライン発行枠を少なめに設定することで当日配付分を

求める来場者に対し迅速な対応を図り、来場者数が少ないと見込まれる時間帯についてはオン

ライン発行枠を多めに設定することで来場者数の平準化を図るといった対応を行う。

特に、相談開始直後及び昼休みの時間帯については、オンライン発行枠を少なめに設定する

こととするが、必ず各時間帯で予約枠を設定することに留意する。

当日配付に要する事務負担軽減や来場者数の平準化を図る観点から、できるだけ多くの来場

ノ
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者をオンライン発行に誘導するため、 1日当たり発行数の最低6～8割をオンライン発行の対

象とすること （総数の2～4割を当日配付分として確保）を目安とする。

ただし、来場者数が増加する申告期限間際（令和6年3月11日 （月）～3月15日 （金) )に

ついては、オンライン発行枠を2割程度にまで減らし、オンライン発行者を早期来場に誘導す

る。

なお、オンライン発行に係る各種設定については、令5.11.30付「オンライン事前発行シス

テムの試用期間における対応について（事務連絡） 」に基づき、オンライン発行のためのシス

テムにおける管理用画面から行う。

(3) 当日配付数の算定

締切日までにオンライン発行されなかった入場整理券については、当日配付の対象とし、あ

らかじめ当日配付分として確保していた分との合計数を各時間枠における当日配付分とした上

で、会場入口付近等に掲示する相談開始時間の目安を作成する。

なお、入場整理券の1日当たりの発行数は、 日々、会場の配置人員や混雑状況に応じて見直

す必要があることから、当日配付分を増減させることにより見直しを行う。

(4) 入場時の混雑緩和策

入場可能時間の初期に来場者が集中することを避ける目的で、必要に応じ、各時間枠におけ

る当日配付分とオンライン発行分の入場開始時間を15分ずらすなどの対策を講じる。

6 当日配付分の配付終了に関する広報

（1）会場入口等での掲示

当日配付分を全て配付した場合には、速やかに駐車場や会場の入口等に配付が終了した旨の

掲示を行う。

（2） 国税庁ホームページにおける情報発信

局において国税庁ホームページに会場別の整理券（当日分）の配付状況を定期的に一覧で掲

載することから、各会場の配付終了時間について、速やかに局個人課税課（監理第一係）へ連

絡する。

なお、具体的な連絡方法・掲載場所等については、別途連絡する。
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○内部事務におけるレイアウト等の留意事項
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○庁HP作成コーナーに関する広報
～

一

■、
『／

|函’ 確定申告

国税庁ホームページ「確定申告害等作成コーナー」には、
ノットがあります。こんなメI

申告害をe-Tax等により提出することで税務署に出向く必要なし！

いつでも利用可能1

自動計算機能により、計算誤りのない申告書等を作成1
前年の保存データを利用可能！

１
２
３
４

L 作成した申告害等は、e-Ta×又はプリンタで印刷して郵送等により提出できます。
ｰ一
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○開設期間等の周知等

§緑

令穂;琴年分確鐙牢告に関孝るお知ら巷

税務署で申告害の作成。相談を希望される方へ…

確定申告会場の開設期間は、

令和6年2月16日（金）からS月15日ｌ…
…

側

‐卜ｑ巧

も■

二

(金） までです（閉庁日を除く｡)。

※還付申告は、開設前でもe-Tax等で提出できます。

※会場開設当初と申告期限間際は混雑することが予想されます。

告会場の相談受付時間は、 16時までです。
日 ¥ q

ｰ凶晶■L兵FL－▲▲晶 凸四■▲…壁土も▲』囮公

※確定申告会場への入場には、入場整理券が必要です。

※入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもありますので、あらかじめ
ご了承ください。

目

G

班：鰹蝶鮮 雷、 や茸3…

○開設期間の周知等

冴 宇 ﾄ

申確定告, : :
－－－－－重割砕麗騨壊砿蝿2錘;……｡錯"!… ‘ 、 ‘蕊:?率蒔……露醒函諏….霊． ‐ .‐ ． ． ，， :.葱.“ “~ “ ，恥‘ －

1 ■申告と納税は期限内に ｜｜ ■納税は便利な振替納税で

擢選申告麹隈震灘“と繍難大変混雑蝋蕊蕊申告鋤灘涛ﾎｰ
ﾑベｰジ『確定申篝篝等作成ｺｰずｰ興瀦作成し､お皐磯霧喜提出ください。

○○税務署では、土。日・祝日は閉庁しています。

3月15日(金）

ジ『確

’

1

’
○閉庁日対応を実施する署

沙

汀 ●…

○○税務署では、通常土・日。祝日は閉庁しておりますが、令和6年2月25日

の日曜日に限り、確定申告の相談。申告書の受付を行います。
１

I望 H b■ 1

軒

○電話による相談が可能であることについての広報

蕪鴬菫鰯謹違胸篭苧電話で!癖
税務署では、電話応答を自動音声によりご案内しております。ご相談は「O」を選択してください。
※月曜日は、電話が大変混雑することが予想されます。
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Start開設日が2月16日である旨を説明
※説明に当たっては､事前の広報(庁舎敷地内の看板､管内各所に掲示しているポスター、
，『お知ら世はがき｣等)を効果的に活用し､説明を行う．

一一一'ロローーー‘ー'一‘一一ーー一一一一一一一一一・・・一･･,ーー一一ー｡｡,･･'一･･･ー一,｡.･･･ー一･･･一ー-.1..口･－,･･一一・・・一一・‘･一一・・ローーー･~.‘＝一一ー‘ーーーーーーー！ー!p･－1■｡!p･－一一可

|①確定申告会場の開設日は、 2月16日となります。2月15日以前は､通常の相談｜
I 窓口での対応となりますことをご理解ください。
－－･ロローー一・・・一一‘－－一一一一一ーーー･ロローー，■画一‘＝一一一一一~.･･一一~・ロ.｡■,.｡,一････口・ー･ロローーーーー=一ーー‘ﾛ･･■ローーーーーーー････Uq1pp･･･■p－0pD ･ロﾛ････ﾛロ･ﾛロ‘ロローーー･･･ ‘－，－－可

|②確定申告会場の開設日は、税務署から発送させていただいております「お知らせはが’
｜ き」等において、納税者の皆様に周知させていただいております。

｜ また､国税庁ﾎｰﾑぺｰジや各種広報誌等においても、開設日を掲載しており、納税｜
｜ 者の皆様への周知･広報に努めておりますので､ご理解とご協力をお願いします。
I (※ 「お知らせはがき｣等のｻﾝプﾙを納税者へ示し、より効果的な説明を実施) |

＃
§

）自宅等からのマイナンバーカードを利用したe=Tax申告八誘導1

I
､ P画帰

|③国税庁ﾎｰﾑぺｰジには､確定申告書等を御自宅等で作成できる｢確定申告書等作成｜
｜ コーナー」を掲載しております。

Ｐ

日

。

汀

も

ダ

サ

・

｜ 当コーナーで作成された申告書は､e-Taxで直接送信できます。
l e-Taxで直接送信するには､マイﾅﾝパｰｶｰドとマイﾅﾝバｰ発行時に設定された’
’ 2種類の暗証番号、マイナンバーカード対応のスマホ又はICカードリーダライタ若し｜
｜ <は、事前に税務署で手続を行って発行されたID・パスワードが必要となります。 ｜

｜ 確定申告書等を作成される際に御不明な点などがございましたら、AI (人工知能) |
｜ を活用して回答するチヤットボット「ふたぱ」で24時間お問い合わせいただくこともで｜
｜ きますので、御自宅等で確定申告書等作成コーナーから確定申告書等を作成いただき、 I
| e-Taxで御提出いただくようお願いします。
｜ なお、還付申告については、 2月15日以前であっても提出することが可能です。

1.,口,､ﾛ.－－－－．..一一一一一‘－－－‘ー‘－－－－－‘ー一一一一一一一一‘－－－－－－－－－－－．ﾛ..-.--.｡.一一一‘一一一一一一一一...－..､一一一一._._-.-.-.-.-..-.-‘－－‘－－－－－．－.鄙

2開設日以降の来署を案内ｄ
ｌ
ｌ
ｌ
４
ｑ
ｌ
ｌ
４
４
４
４
ｑ
Ｉ
Ｊ
ｌ
ｌ
Ｆ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｕ
■
Ｉ
丘
も
４
１

Ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
１
１
ト
ー
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ー
ｌ
副
碧
蜂
ｗ
稚
い
鐸 |④税務署でご相談が必要な方につきましては、確定申告会場を開設する2月16日以降に｜

｜ お越しいただくようお願いします。
， なお､相談受付時間は｢'6時まで｣となっておりますので､なるべく早い時間帯にお｜
｜ 越しいただくとともに、会場の開設当初（2月16日と19日）や申告期限間際（3月131
1 日から15日）は非常に混雑することが予想されますので、ご注意ください。
L一一一－1－－－－－1－－－－口■ロ一一・■D・■D一一一一一一一一一一一一一一一．一一．一一一一一,一一一一一一一口一口1口．一一一．.P一一一一．■,． ‘－－－．－－－－1．．一一一一一一一一一一一一一．ー』

S鯉勲購毒購金議驫燃瀦罵鯉鯉－－………"‐ ‘｡…－ …‘》

ぐみ

。一一‘一一一一一ーーーーーーーー＝・■Dーロ・・＝0■･ーーーー・ロローー■■!■■！■■‘■■ !■、。■0■■ロ■!■■ー･■'＝・ﾛ■‘■･ﾛ･ロー■■!■■!■ロ■■一一!■■'■D・I■‘■■■■ー0■■■I■＝ー,ー‘ーー・ﾛ■!■■!■■ロﾛ■ー0■、ー0■D・ﾛ、。

|⑤2月●日から2月●日までは､●●●におきまして､税理士による相談会場を開設しI
’ ておりますので、ご利用ください。
なお、当会場の相談受付時間は●時から●時までとなっておりますが、多くの納税者｜

｜ の皆様がお越しになるので､混雑状況により、長時間お待ちいただく場合や､やむを得｜
’ ず相談受付を早めに締め切らせていただく場合があることをご理解ください。

ケ

ト

ら

。

５

．

Ｒ

昭

』

や

|，

！ 』4通常似相談窓口砿制顯の対応
錘,澱澗胤醗閲子輔ド蝋"嚇州鴬雛鋤 －－列翫全

一

I⑥通常の相談窓口で相談業務を行っておりますが、窓口の数も限られておりますので、 ｜
｜ 今からであれば●時間程度お待ちいただくことになります。
L__‘_’--．‘_‘_-. .--......‘...‘...,......‘_...._‘_’_‘_‘_‘_,_’----.‘--.-..-‘--.-.-.-...-.‘_._‘--.-.-.-.-.-.-._.‘_‘-.--.............-.-.-.-.-,--.-..--.-.,-.-.--. .-‘-.--.--

|⑦お待ちいただく場合は､順番にご案内しますので､番号をお取りください。
｜ なお、お待ちの間、庁舎を離れていただいても構いませんが､遅くとも●時までには、 ｜
｜ お戻りください。
L一一一一一・■■一一一一一一一一一一一・ロローー､＝一一一一一一一一‘一一一一一一一・口,。｡ロー‘■ロー・ﾛロ・ロローーーーー一一一一一‘■■一・■00■・一一一一一一一Ⅱ一一一．.－－．.■－－．■p－．ﾛ．一一一Ⅱ.．－』

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐--‐--‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-----‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐-‐--‐‐----‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐------‐--‐‐‐‐‐1
1⑧窓口にセルフ用パソコンを設置している場合

I 納税者の皆様にご自由にお使いいただけるパソコンを設置しておりますので、パソコl
I ンを使用してご自身で確定申告害等を作成される方はご利用ください。
画一一一一一一一・口･･･p･qD1pDq■･･･ロ－1口・一一一一一一一・ロローー‘■。｡■,,ロローーー,■、－－－－1国．.･･一一一一‘＝一一一一一‘一一一一‘＝‘＝一一一一＝｡.,－－．..－.－－－－．－－－‘一一一････..＝－－－1
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r'一一ー‘ーーー‘ﾛ･･ﾛロ !■･ー!■･＝.■.'･ー‘＝ー.･･ｰーー‘ﾛﾛ･･！■ﾛ !■･ '■｡ !■･ー！■ﾛ !■ロー‘ーーｰーーー･■‘＝！■･ '･･！｡･一一ー'ー‘一･･‐!■･･'｡ !■･‘＝ー'一‘－－－－，．．－‘■ﾛ !■･一＝－－－－－－‘■ﾛ !■･一一一一一‘ﾛ｡ !■･＝！ﾛﾛ‘ﾛﾛ '一

｜ 相談受付時間は､税務署からお送りしている｢お知らせはがき」等において､納税者の皆様に周知｜
'させていただいております。
I なお､国税庁ﾎｰﾑぺｰジや各種広報等においても、相談受付時間を掲載しており、納税者の皆様’
1への周知・広報に努めておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
｡■一一1－‘ー一‘一一一ー一・0．1口ロー‘ロロ■ローーーー‘ー‘－－－－1口・一‘■■■ロ‘■■ 1口■■ロ－，－一一一‘－－口ロ ‘ロロ■■ 1口ロ＝1－－，－－－－－!■・－－■ロー‘■ロー‘ﾛローーーーーー■■ 1ロローーーー‘－－‘ﾛロ 1ロローーーーー1－－－

r‘■･ﾛ･＝一‘ロローー'＝一‘ーー‘一一‘ﾛ･ !･･！ー!■ﾛ '･･＝!■･-！ロローー'一ーーー!ー･ﾛ･一!■･‘･･ ！■ロー！ﾛﾛ 'ﾛ･ ‘＝ーーー‐｡､｡.■･‐■｡ !■ローーーーーー‘－－‘一一・､･･ﾛ !■･‘■ﾛ ！■･＝！ロローー'－－‘ﾛﾛ !■｡ !■｡!■･ '･･－－‘＝一一一一‘■ﾛ !■･‘

1 ●●税務署では､納税者の皆様の利便性を考慮し､交通至便で十分なｽぺｰｽが確保できることか｜
|ら､昨年と同様､近隣の税務署と合同で▲▲▲に確定申告会場を開設しております。
｜ なお、当会場では、対象となる各税務署から職員を派遣して、納税者の皆様に適切に対応すること｜
Iとしておりますので、ご理解ください。

ーーー‘■ロー‘■･＝，ﾛロ･0.ーー'ー'ー一'＝一ーーー‘･口 !■･‘■ローー｡iローーーーーー－－－1■D=‘■ロー‘■ロー‘－一－－－－－－－－‘･･･qD1■ロー‘一一~‘－一‘一一－－－‘＝‘■ロー‘■･■ﾛ一・口1 ，－－，－－－＝‘■ローーーーーー‘－－－－‘.

｜ ●●税務署では､税務署にお越しになる納税者の皆様により適切に対応することができるよう、納｜
|税者の皆様の利便性を考慮し､交通至便で十分なｽぺｰｽが確保できる▲▲税務署において､合同で’
1日曜日の対応を行うこととしております。

｜ ●●税務署管内の納税者の皆様には､▲▲税務署まで足を運んでいただくこととなり、ご不便をお｜
|掛けいたしますが､国税庁といたしましても、国税庁ﾎｰﾑぺｰジの｢確定申告書等作成ｺｰﾅｰ」 ｜
|や確定申告コールセンターなど、御自宅等で確定申告書等が作成できる環境を充実させておりますのI
lで､御自宅等からのe-Tax申告を是非御検討ください。

’一一‘－－－－．1■ !■■＝‘■■ '■■‘■｡ !■■一一一一一一一・■ 1■■!■■ '＝!■■－‘■■一一一一‘■■－{■■ !■■‘■■ !■■－1■■一一一一‘－，■■－－－‘■■ !■■!■■ !■■－．1■＝‘■■ ‘■■一一一一一‘■■－－1■■-1■■■■－－－－－－
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1 基本的な対応

期前に確定申告書の作成に来署された納税者に対しては、次のとおり対応する。

【ステップ1】最寄駅、署までの経路、玄関・窓口等に設置する看板・ポスタ一等を活用

・ こちらの看板（又はポスター等）で御案内させていただいておりますとおり、確

定申告会場の開設日は2月16日になります。

・ 国税庁ホームページには、確定申告書等を御自宅等で作成できる「確定申告書等

作成コーナー」を掲載しております。

当コーナーで作成された申告書は、 e-Taxで直接送信できます。

なお、 e-Taxで直接送信するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード発

行時に設定された2種類の暗証番号、マイナンバーカード対応のスマホ又はIC

カードリーダライタ若しくは、事前に税務署で手続を行って発行されたID・パス

ワードが必要となります。

また、 e-Taxでは、給与所得や公的年金等の収入がある等、申告内容が一定の条

件に該当する方は、スマホで見やすいスマホ専用画面の利用が可能です。

スマホ専用画面は、収入や適用を受ける控除などについて、いくつかの質問に

「はい」 「いいえ」で答えることで申告内容の選択ができる等、入力も非常に簡単

なものとなっていますので、是非御利用ください。

・ 確定申告書等を作成される際に御不明な点などがございましたら、AI (人工知

能）を活用して回答するチャットボット 「ふたば」で24時間お問い合わせいただく

こともできますので、是非とも御自宅等で国税庁ホームページを利用して確定申告

書等を作成していただき、 e-Taxで御提出いただくようお願いします。

ただし、還付申告については、 2月15日以前でも提出することが可能です。

【ステップ2】自宅等からのe-Tax申告に協力いただけない場合

・ 税務署で御相談が必要な方につきましては、確定申告会場を開設する2月16日以

降にお越しいただくようお願いします。

・ 確定申告会場への入場には、入場整理券が必要です。

・ 入場整理券は、当日に会場で配付するほか、 「LINE」を利用したオンライン

による事前発行を行っています。

・ 相談受付時間は「16時まで」 となっておりますが、入場整理券の配付状況によっ

ては、早めに受付を終了する場合がありますので、なるべく早い時間帯にお越しく

ださい。
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なお、会場の開設当初（2月16日と19日）や申告期限間際（3月13日から15日）

は非常に混雑することが予想されますので、この時期を避けてお越しいただくよう

お願いします。

州
船
細
一

鉦
へるよ

の
く
を
一

に
く
だ
と
一

士
多
た
こ
一

理
、
い
る
一

税
が
ち
あ
一

対
洲
帥
一

、
て

し
り
間
場
一

ま
お
寺
く
一

焼
飢
弧
副
峨
一

に
だ
な
叺
柳
一

伽
朏
馳
獣
せ
一

口
《
》
》
ロ

ー
凱
削
対
鮒
な
靴
一

一
開
月
り
は
削
樅
一

一
駝
舩
輔
輔
醗
受
一

一
会
か
し
付
ｕ
柵
一

一
帖
伽
綴
搬
越
ず
一

一
部
月
を
相
お
得
。
一

一
外
２
場
の
が
を
い
一

一
に
、
会
場
様
む
さ
一

一
前
た
談
会
皆
や
だ
一

一
期
ま
相
当
の
、
く
一

料
者
や
解
一

一
※

。
０
１
０
０
０
０
０
１
０
０
１
０
１
１
０
０
日
■
１
１
１
１
１
０
０
６
０
０
０
０
０
８
０
０
０
０
日
０
０
０
」

【ステップ3】確定申告会場の開設後の再来場に理解を得られない場合

来署者に前年の申告の有無、作コナパソコンの利用の有無等を確認する。

・ 確定申告会場の開設日等については、税務署からお送りしている「お知らせはが

き｣‘等で周知させていただいております。

なお、国税庁ホームページや各種広報誌等においても、開設日等を掲載しており、

納税者の皆様への周知・広報に努めておりますので、御理解と御協力をお願いします。

[無襄耀鰡琶繍腱爵葺参考にダﾙ外…送付画可
【事前広報一覧表】

【ステップ4】 それでもなお理解が得られない場合

・ 確定申告会場を開設するまでの間は、通常の相談窓口体制で相談業務を行ってお

り、窓口数も職員数も限られておりますので、今からであれば、御案内は●時●分

～●時●分頃になります。

・ 会場入口で、入場整理券をお取りください。

2
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前年申告

の有無

申告書

区分
お知らせはがき 庁HP

署一般広報

ポスター、折込チラシ、

地方誌、市広報誌、回覧板等

有
作コナ

書面
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2想定問答

納税者からの申立て等に対しては、次のとおり対応する。

問1 なぜ、確定申告会場を開設していないのか。

(答）

税務署におきましては、現在、確定申告会場の開設に向けた準備等を進めていると

ころであり、開設日は2月16日となります。

税務署からお送りしている「お知らせはがき確定申告会場の開設日等については、

等で周知させていただいているところです。
』■■■■■■■■

なお、国税庁ホームページや各種広報誌等においても、開設日等を掲載しており、

納税者の皆様への周知・広報に努めておりますので、御理解と御協力をお願いします。

[醐熱撫基駕喜鯛艫鱒繍を参考にダｲ‘つ

問2 2月15日以前に確定申告会場を開設しないのは、納税者サービスの低下では

ないか。

(答）

確定申告会場の開設日等については、 税務署からお送りしている「お知らせはがき

等で周知させていただいているところです。
－

なお、国税庁ホームページや各種広報誌等においても、開設日等を掲載しており、

納税者の皆様への周知・広報に努めております。

また、 2月15日以前におきましても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成

コーナー」や確定申告コールセンターなど、御自宅等で確定申告書等を作成できる環

境を充実させることにより、納税者の皆様の利便性の向上に努めております。

{卜醐臘撫患鑿蝋纈駕熟を参考にダｲ弓

問3確定申告会場が開設されるまで、相談はできないのか。

(答）

2月15日以前は通常の相談窓口体制で対応させていただいており、窓口数も職員数も

限られておりますので、今からであれば、御案内は●時●分～●時●分頃になります。

3
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問4ホームページを利用できない場合はどうすればよいのか。

(答）

ホームページを御利用になれない場合は、税務署の窓口のほか、各市町村の窓口に

備え付けております確定申告書や各種手引きなどを御利用いただき、御自宅等で確定

申告書等を作成の上、郵送等により御提出いただくことができます。

なお、税務署で御相談が必要な方につきましては、確定申告会場を開設する2月

16日以降にお越しいただくようお願いします。

相談受付時間は「16時まで」 となっておりますが、混雑状況によっては、早めに受

付を終了する場合がありますので、なるべく早い時間帯にお越しください。

また、会場の開設当初（2月16日と19日）や申告期限間際（3月13日から15日）は

非常に混雑することが予想されますので、この時期を避けてお越しいただくようお願

いします。

問5 自分で確定申告書を作成できない場合は、どうすればよいのか。

(答）

税務署での御相談が必要な方につきましては、確定申告会場を開設する2月16日以

降にお越しいただくようお願いします。

なお、相談受付時間は「16時まで」 となっておりますが、入場整理券の配付状況に

よっては、早めに受付を終了する場合がありますので、なるべく早い時間帯にお越し

ください。

また、会場の開設当初（2月16日と19日）や申告期限間際（3月13日から15日）は

非常に混雑することが予想されますので、この時期を避けてお越しいただくようお願

いします。

｜ （※該当署のみ）

I また、 2月●日から2月●日までは、●●●におきまして、税理士による無’

’ 料相談会場を開設しておりますので、御利用ください。

｜ なお、当会場の相談受付時間は●時から●時までとなっておりますが、多く ’

1 の納税者の皆様がお越しになるので、入場整理券の配付状況より、長時間お待｜

｜ ちいただく場合や、やむを得ず相談受付を早めに締め切らせていただく場合が｜
｜ あることを御理解ください。
L-......-......-.. ..-..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－－－－‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－－－－－－－－－‐‐‐‐---........--.. .... ‘.. ､－－．．．－－－－－．－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‘
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(か雪'淵憲言場の開設｡以降であれば職員が確定申告書を作成してくれる1
（答）

原則として、申告書等の作成は御自身で行っていただき、職員等は、皆様からの

御質問への対応など、申告書作成のサポート等をさせていただくことになります。

壽悪玉雨霊百亘扉憂蠅輌毫凧而魂辰可
(答）

確定申告期間中は、多くの納税者の皆様が確定申告会場にお越しになるため、空い

ている日時は分かりかねますが、大阪国税局ホームページの確定申告会場案内ページ

に、混雑予想カレンダーを掲載する予定であるほか、来場者数の多い一部の確定申告

会場においては、待ち人数等を掲載させていただく予定です。

相談受付時間は「16時まで」 となっておりますが、入場整理券の配付状況によっ

ては、早めに受付を終了する場合がありますので、なるべく早い時間帯にお越しく

ださい。

なお、入場整理券は、当日に会場で配付するほか、 「LINE」を利用したオンラ

インによる事前発行を行っています。

また、会場の開設当初（2月16日と19日）や申告期限間際(3月13日から15日）は

非常に混雑することが予想されますので、この時期を避けてお越しいただくようお願

いします。

問7 どうしても確定申告会場が開設されるまで、税務署では相談できないのか。

(答）

確定申告会場の開設日は2月16日となりますが、 2月15日以前におきましても、通

常の相談窓口体制で対応させていただいております。

しかしながら、窓口数も職員数も限られておりますので、長時間お待ちいただくこ

とになります（今からであれば、御案内は●時●分～●時●分頃になります｡)。

《窓口にセルフ用パソコンを設置している場合》

納税者の皆様に御自由にお使いいただけるパソコンを設置しておりますので、パ

ソコンを使用して御自身で確定申告書等を作成される方は御利用ください。

5
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（ 〕更に、 「なぜ、職員を増やして対応しないのか｡」と問われた場合

(答）

2月15日以前は通常の相談窓口体制で対応させていただいております。

確定申告会場の開設日等については、

等で周知させていただいております。
■■■■■■■■■

税務署からお送りしている「お知らせはがき

なお、国税庁ホームページや各種広報誌等においても、開設日等を掲載しており、

納税者の皆様への周知・広報に努めておりますので、御理解と御協力をお願いします。

い
下

］
線部分は、上記1 「基本的な対応」の「事前広報一覧表」

メールの送付の有無など来署者に応じた内容に変更して説明

を参考に、ダイレク

6
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］
問8なぜ、 16時に相談受付を終了するのか。

(答）

・ 相談受付時間は、 税務署からお送りしている「お知らせはがき」等で周知させて

いただいております。

なお、国税庁ホームページや各種広報誌等においても、相談受付時間を掲載しており、

納税者の皆様への周知・広報に努めておりますので、御理解と御協力をお願いします。

． また、国税庁ホームページには、確定申告書等を御自宅等で作成できる「確定申

告書等作成コーナー」を掲載しております。

当コーナーで作成された申告書は、 e-Taxで直接送信できるとともに、印刷して郵

送等でも提出できます。

e-Taxで直接送信するには、マイナンバーカードとマイナンバー発行時に設定さ

れた2種類の暗証番号、マイナンバーカード対応のスマホ又はICカードリーダラ

イタ若しくは、事前に税務署で手続を行って発行されたID・パスワードが必要と

なります。

また、 e-Taxでは、給与所得や公的年金等の収入があり、申告内容が一定の条件に

該当する方は、スマホで見やすいスマホ専用画面の利用が可能です。

スマホ専用画面は、収入や適用を受ける控除などについて、いくつかの質問に「は

い」 「いいえ」で答えることで申告内容の選択ができる等、入力も非常に簡単なもの

となっていますので、是非御利用ください。

・ 確定申告書等を作成される際に御不明な点などがございましたら、電話でお問合

せいただくこともできますので、是非とも御自宅等で国税庁ホームページを利用し

て確定申告書等を作成していただき、 e-Tax又は郵送で御提出いただくようお願いし

ます。

["融隆患窪童襲鯛纈駕繍を参考にダｲつ

(更に､ ｢税務署は'7時まで開いているのではないのか｡｣と問われた場合 ）
(答）

相談受付時間は16時までとさせていただいておりますが、 16時以降も業務を行って

おり、完成した確定申告書等の提出や用紙の交付は17時まで受け付けております。

なお、 16時までに相談受付をしていただいた方については、 16時以降も申告書作

成のサポート等を行っております。

また、入場整理券の配付状況によっては、 16時以前であっても、やむを得ず相談

受付を早めに締め切らせていただく場合があることを御理解ください。

7
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問9なぜ、●●●で合同会場を開設しているのか。

(答）

●●税務署では、納税者の皆様の利便性を考慮し、交通至便で十分なスペースが

確保できることから、昨年と同様、近隣の税務署と合同で▲▲▲に確定申告会場を

開設しております。

なお、当会場では、混雑緩和のため、対象となる各税務署から職員を派遣して、

納税者の皆様に適切に対応することとしておりますので、御理解ください。

(更に､ ｢税務署で相談は行っていないのか｡｣と問われた場合
(答）

〕

2月16日から3月15日までは合同会場を開設しており、税務署で相談は行っており

ません。

相談を担当する職員も合同会場に従事しており、税務署内に相談を担当する職員は

おりませんので、相談を希望される場合は、合同会場を御利用いただきますようお願

いします。

問10合同会場が開設されるまで、相談はできないのか。

(答）

合同会場が開設されるまでは、所轄の税務署で対応させていただくことになりま

すが、通常の相談窓口体制で対応しております。

窓口数及び職員数が限られておりますので、長時間お待ちいただく場合があるこ

とを御理解ください。

8
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問11 ●●税務署が税務署庁舎内で日曜日の対応を行わないことは、不公平（差

別）ではないか。

(答）

●●税務署では、税務署にお越しになる納税者の皆様により適切に対応することが

できるよう、納税者の皆様の利便性を考慮し、交通至便で十分なスペースが確保でき

る▲▲税務署において、合同で日曜日の対応を行うことしております。

●●税務署管内の納税者の皆様には、▲▲税務署まで足を運んでいただくこととな

り、御不便をお掛けいたしますが、国税庁ホームページの「確定申告署等作成コー

ナー」や確定申告コールセンターなど、御自宅等で確定申告書等が作成できる環境を

充実させておりますので、御自宅からのe-Tax申告も是非御検討ください。

問12他に日曜日に相談できる場所はないのか。

(答）

●●税務署管内の納税者の皆様の確定申告会場は▲▲税務署となっております。

御不便をお掛けいたしますが、確定申告書等を作成される際に御不明な点などがご

ざいましたら、電話でお問い合わせいただくこともできますので、御理解ください。

9
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問13確定申告会場の開設日を2月16日にしたから、こんなに会場が混雑している

のではないか。

(答）

確定申告期間中は、多くの納税者の皆様が確定申告会場にお越しになるため、ど

うしても会場が混雑する場合があります。

国税庁といたしましては、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

や確定申告コールセンターなど、御自宅等で確定申告書等が作成できる環境を充実

させることにより、納税者の皆様の利便性の向上に努めておりますので、御理解と

御協力をお願いします。

問14知人から「2月15日以前に税務署で相談してもらった｡」と聞いたが、 2月

15日以前は相談を受け付けないこととしていたのではないか。

(答）

確定申告会場の開設日は2月16日になりますが、 2月15日以前も通常の相談窓口体
●

制で対応させていただいていたところです。

しかしながら、限られた窓口、限られた職員数で対応させていただくことになり、

長時間お待ちいただくことになるため、税務署で御相談が必要な方には、確定申告会

場を開設する2月16日以降にお越しいただくよう御案内させていただいたところです。

10
－72－

ず垂罰極彌毒溌雲箸猛毒愚淺琴J罫溌i毒嘩j毒誕？



【自令5．1．1至令5.12.31課税期間分】

消費税の申告相談フロー

－、 －、【聴取】

インボイス発行事業者である

※令6.1.1以降適用の場合を除く

【聴取orお知らせはがき】
次のいずれかに該当するか
・基準期間（又は特定期間）の課税売上高（又は

給与等支払額）が1,000万円超である
． 「課税事業者選択届出書」を提出している』三

いいえ
：傘，…、悪 ．~罰 登公

いいえ

一一

－ノし ノ 、_二三

｡-両I
はい

▼

豐 呈 雲霞いいｽ｢壽昌ゞされている 消鋤…10%)の| ~→臺駕

麟琴窺灘調上 ， 議鰯 ＆た自＝
L Ⅲ 上辮聯 ／

侭雨臺 可↓ 一 “計算ゞ ※霞はい

課税取引金額計算表が

作成できる資料(帳簿、

適格請求書等）を持参
している

・消費税率（8％、10％)の
別

･インボイス発行事業者以外

の者から行った課税仕入
れの別

・非課税・不課税等の別

【聴取orお知らせはがき】 、

2割特例を適用する
※免税事業者であったが、インボイス登録
を契機に課税事業者となった者に限る

灘灘調

当日対応

課税取引金額

計算表が作成
されている

簡易課税制度を選択している

〆3月15日※11月以降提出分についてはお知らせは

がきに届出書の提出状況が反映されてい
ない場合があることに留意

課税取弓|金額計算表の
作成

I

一一一ー画可

（申告書作成）
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○来場者の効率的な誘導に当たっての掲示例
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作成コーナー用パソコン利用者（電子申告）作成コーナー用

パソコン利用者

（書面申告）

利用者識別番号

が分かる者

利用者識別番号を

新規で取得する者

利用者識別番号

が分からない者
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【出力帳票】

・利用者識別番号等の通知

申告書作成画面

一蟹

1#""言前画面：利用者識別番号等入力
F輻

作
成
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用
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８
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【出力帳票】
･提出普鼠のご案内(※）
・申告書(添付書類台紙）
・提雌鱗のご案内(※）

【出力帳票】
･提出普鼠のご案内(※）
・申告書(添付書類台紙）
・提雌鱗のご案内(※）

出力帳票】
提出普鼠のご案内(※）
申告番(添付書類台紙）
鋤蛎等のご案内(※）

利用者識別番号廃止済み
‘且

【出力帳票】
・提出書類のご実内(※）
・釘蹴棚噸靴ﾁﾗ跨側
・申告内容確認票(※）
・申告書等送|誤(1縦付畿）

【出力帳票】
・提出書類のご実内(※）
・釘蹴棚噸靴ﾁﾗ跨側
・申告内容確認票(※）
･巾土圭埜麩信海ｲ雅難件数

出力帳票】
提出書類のご実内(※）
副蹴棚噸靴ﾁﾗ跨側
中と迄市穴詮量刀而／塾21

添付書類等

提出書類確認票等

に貼付

添付書類等

提出書類確認票等

に貼付

ﾐ付書類等

出書類確認票等
ー

即時通知のタイミングで表示

入力内容とKSK情報が不一致の場合、

(注） 1

2

職員確認柵が表示され､職員がパスワード
一

一一一 を入力することで次画面へ避移可

印の帳票は提出不要

載事項を入力した場合は、所得税

、

の申告書等送信票は出力されない

－75－
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○掲出例1

税務署では、スマホ・パソコンの操作を納税者ご自身で行っていただくこと

としております。

なお、担当者が操作に関するご質問にお答えしますので、不明な点があれば

お尋ねください。

皆様のご理解。ご協力をお願いいたします。

○掲出例2

税務署の確定申告会場では、ご自身でスマホ・パソコンを操作して申告書を

作成し、電子申告をしていただくこととしております。

●色のジャンパーの担当者がサポートを行いますので、ご不明な点があれば

お尋ねください。

皆様のご理解。ご協力をお願いいたします。

○掲出例3

税務署の確定申告会場では、スマホ･パソコンによる申告書の作成及び電子申告

を推進しております。

皆様のご理解。ご協力をお願いいたします。

○掲出例4

税務署の確定申告会場でスマホ・パソコンにより電子申告をされた方の

うち、翌年も申告が必要と思われる方には、翌年、申告害の送付に代えて

お知らせはがきを送付いたします。

皆様のご理解。ご協力をお願いいたします。

－76－
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；①
国税庁ホームページ

「確定申告害等作成コーナー」

では、この会場と同じ申告害等

作成システムを提供じています6

広
報
ス
ペ
ー
ス

【広報スペースの文案（例)】

・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」は、スマホ・タブレット端末から

もご利用できます。コンビ二等で印刷できるプリントサービスにも対応しています。

・ 税務署では、スマホ・パソコンの操作をご自身で行っていただくこととしています。

なお、担当者が操作の補助を行いますので、不明な点があればお尋ねください。

・ 国税庁ホームページでは、この会場と同じ申告害等作成システムを提供しております。

・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税額などが自動計

算され便利です。

・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告害等は、データで

送信(e-TaX）するほか、印刷して郵送等で提出することも可能です。

。 ご自宅等からe-TaXを利用して申告すると、次のメリットがあります（事前の準備が

必要です。 ） 。

･ e-Ta×を利用すると、

①添付書類の提出省略

②還付がスピーディー

（注） 一定の要件があります。

・ 給与所得や公的年金等の収入がある方は、操作が簡単なスマホ専用画面をご利用いた

だけます。

申告書の作成
はこちらから→

－77－
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確定申告会場におけるスマホコーナーの留意事項について

1 基本方針

利用者が自身のスマホを利用したe-Tax申告を体験することにより、 自宅等からのe-Tax利用

を一層推進し、翌年以降の来場者数の削減を目的としてスマホコーナーを設置し、来署者数や会場

スペース等に応じた適切な人員配置を行う。

なお、申告書データの未送信防止を含む操作補助をさらに円滑に実施できるよう、職員・非常勤

職員に対する研修を充実させる。

2誘導対象者

スマホ又はタブレットを確定申告会場に持参している、 自宅等からのe-Tax申告へ移行しやす

い納税者（スマホ操作できる者）

【参考】

3誘導方法

・ 確定申告会場におけるスマホを利用したe-Tax申告については､原則マイナンバーカード方式

による申告指導を行うこととし、マイナンバーカード方式で申告できない場合にはID・パスワ

ード方式で対応する｡対応に当たっては､事前にマイナンバーカード･暗証番号の持参又はID･

パスワードの発行の有無を確認する。

なお、マイナンバーカード・暗証番号を持参しておらず、かつ、 ID・パスワードの未発行者

に対しては、 ID・パスワード通知発行用PCを利用して、 ID・パスワードを発行する。

に対しては、 ID・パスワードの号 行ができない

ことに留意する。

スマホコーナーへの誘導に当たっては、別冊様式92「 「提出書類確認票」を必ず手交し、 「受

付結果（受信通知）の確認」画面等で表示される受付番号を提出書類確認票に記載の上、提出す

るよう指導する（別冊様式91 「提出書類確認票の書き方(送信完了後の手順)」を活用する。）。
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項目 スマホ専用画面の対象範囲

収入

事業所得※、不動産所得※、給与所得、雑所得、一時所得、

特定口座年間取引報告書（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等）

上場株式等の譲渡損失額（前年繰越分）

、

所得控除 全ての所得控除

税額控除 政党等寄附金特別控除、災害減免額、外国税額控除

決算書等 青色申告決算書、収支内訳書

その他 予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、



4相談体制等

破損等のトラブル防止の犠スマホの故障 点から、スマホの操作は本人に行わせることを徹底●

する。

・ パソコンコーナーと同様､他人から確定申告関係書類が見えないよう仕切り板等を設置するこ

国人1 ．爵！の保護 画とにより、

・ 画面の案内のほか、別冊様式88 「スマホ申告勧奨チラシ」や別冊様式93 「スマホでの申告書

等作成要領」を活用することで、基本的に操作補助は不要であることから、人員配置を最小限と

し、ワンポイントアドバイスによる巡回指導方式とする（非常勤職員を積極的に活用） 。

・ 会場内には、Wi-Fi環境がないことの周知又は掲示等を行う。

・ プリンタを設置しないため、原則、 e-Taxを選択するよう周知又は掲示等を行う。

＞操作開始時に申告書の提出方法を「書面」と選択した納税者に対し、提出方法を「e-Tax」と

訂正するよう指導する。

※具体的な操作方法は、別冊様式96 「提出方法の変更について」を参照

『･~一・~.~一一････一････････････････････････････････一・,･･･････一一一・~･~･~･~ー.~･･一･･一一･･････~･･･…'･･･････････････~･'･･･－････････－．．．･････ー~ー････‘･･ー.･･･････､－．．－.･･･････････一句
O U
O U
＠ 0

8

1○スマホコーナーにおける「確定申告書等作成コーナー」へのアクセス方法等 1
0
0 1
0 0

0

スマホコーナーにおいては、同コーナーに備え付けた別冊様式90「スマホコーナーQR．’0
8

8

0 0
0 1

1 －ド」から会場専用QRコードを読み取った上で申告書を作成することにより、スマホコーI
U O
O 8

1 ナーからの申告であることを判別することとしているため､必ず会場専用QRｺｰドからのI
H O
ロ U

｜ アクセスを案内する。 ’
1
1 0
0 8

I >国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、直接スマホ専用画面へアクセI
1 0

1 0
0 0

1
1 0スした場合は、 自宅等からの申告として判別されることとなる。 ,
I
O O

L－: ≦＝:＝＝ ＝＝－ ： ＝＝＝ニ ー ー‐ ＝＝ ＝ ﾆ : 一＝ ＝‐ 1

1 0

5 申告書の作成・送信

・ 主な画面での説明事項は、大阪局WANの個人課税課文書ライブラリに掲載している「令和5

年分一確定申告書等作成コーナーの画面遷移（スマホ版） 」のとおり。

・ スマホコーナー利用者については、送信前確認は実施しない。

※利用者については、事後審査の対象とする。

6添付書類の処理等

・ スマホコーナーの対象となる場合でも、寄附金受領証明書を多数持参しているなど、入力を行

うと非常に時間を要することとなる場合は、添付書類を収受して差し支えない。

・ 別冊様式140「添付省略書類保存期間周知チラシ」を交付し、添付省略書類は納税者に持ち帰

り ・保管（5年間）するよう周知する。

・ 自宅等からの作成コーナーへのアクセス方法を、スマホ申告勧奨チラシ等により確実に周知

する。
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別添13

昼休み時間帯は､職員が交代で昼休みをとっているため､少ない職員でご質問等

にお答えしております。

お待ちいただく場合もありますが、皆様のご理解。ご協力をお願いいたします。

昼休みの時間帯は、職員が交代で従事しており、少人数の職員で応対して

おりますので、ご理解。ご協力をお願いいたします。

－82－
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確定申告書等作成コーナーソフトの無償貸付けについて

1 無償貸付けを行うソフト

確定申告書等作成コーナーソフト
ゆ

2 ソフトの貸付先

地方税当局及び税理士会支部（以下「地方税当局等」 という｡）

3貸付目的

ICTを利用した申告の推進､適切な申告相談体制の構築及び納税者サービスの向上を目的とし

て、確定申告書等作成コーナーソフト （以下「作成コーナーソフト」という｡）を利用し、もって、

地方税当局等が行う確定申告書等の作成指導の便に資する。

4貸付方法等

（1） 貸付方法及び設定

国税当局が地方税当局等の用意したパソコン（申請書に記載した台数に限る｡）に作成コーナ

ーソフトをインストールし、使用できるように設定を行う。

（2）返納方法

返納期日までに当該パソコンの作成コーナーソフトを消去することにより行う。

（3） 貸付期間

令和6年2月1日(木)～令和6年4月1日(月)までの間とし､貸付期間経過後､速やかに作成

コーナーソフトの消去を行う。

なお､地方税当局等が研修を行う必要がある等の理由で貸付期間前の貸付けを希望した場合は、

実情に応じて、貸付期間前に貸付けを行っても差し支えない。

（4）機器の手当て

パソコン、プリンタ等の使用機器は、地方税当局等が用意する。

5作成コーナーソフトの無償貸付に係る手続

作成コーナーソフトの無償貸付に係る手続は、別紙に基づき行う。
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別紙

｢確定申告書等作成コーナーソフト」の無償貸付に係る手続
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0
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1⑧作成コーナーソフト消去後、 「借受書」の「返｜地方税I
0 0 0

0 ﾛ 0

1 納確認欄」に署名の上、管轄署に提出 ｜当局等I
0■一一＝----画。■－0■ q■一・■・■・■＝・■－－画一一一一一口一一一!■、＝－－－－画一＝・■－．■・■一一一－－－－－口や－－－－一一一一ヨーーーーーーローーーーー･■0
0 0 0

0 0 0

1⑨返納確認を終えた「借受書」を取りまとめ、 ’ ’
1 ー‘_－ － ． － ． ． ‐ ‐… ｲ 兵二← .二. 了 ．二． I 署 ！
速やかに 人課

０

税 務 署

⑥「借受害」を保管

④
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
↓

⑦
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
↓

①▼⑤▼⑧

地方税当局等

；・・ 二係 に提出 ０
０

０
０
０

9

0 0 0
○。■■ ■■ ■■－■■－■■--■■＝■■■■ ■■■■－■■■■－■■。■■ーq■‐‐ローQ■－－＝一色－－－■■■■－■■一一■■一■■－－－－■やむ｡－－一一一一一一－－－－－－■■－－－－－■■心

‐････...~.｡..．~.･一･･････ ‘ﾛ．･･‐．．.･･･ .~.｡.~.･･..~．｡.~.~..････ ･･ー‐.......~.．.･一・..． ‘･' ････や｡． ‘｡､-.. ... ..．･･･‐.。‘･････＝････.･･･.．‐.････~...~-...~-....‐一･･ ‘･'一一・・.･･･････.~.｡.~････.~.｡...~.････~．.‐.~..‐．..~｡..｡‐..‐..

l （参考）

I 令和6年1月15日 （月）以降に提出のあった「貸付申請書」については、提出があった日から ’

I 7日を経過する日にみなし承認（承認しない場合は局個人課税課（監理第二係）から、 「貸付申 ｜

｜ 請書」の補正等別途連絡）
し-．．．．．．一一一＝一一一一一一一一一■－－．．■．．．■■．■．■ロ■■■－．■．■－＝・■－＝一一一－－口一一一一一一一一一一＝－－－－－－一一一一一一‐一一一一・■ ■■ロ■･■･■ロ■一口■■■ー一・■ーー‐一一一一今.■’ー一口一口一一一一一一
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1前年来場した者の対象者の抽出《条件設定例》

「業種別管理システム」を活用し、各種対象者の抽出を行う。

（1）営業等所得者

①鮨定条件） （課税年分） （所得の種卿

［基本2］→令和「5」年分「05」→営業等所得者「1」

② （指定条件） （登録コード番罰 （年分）

［任意1］→税務署整理欄「区分E｣ (20042)→「5」 「05」

③ 「次項目」→「実行」

（条件値（自）条件値（至)）

→ 「1」 ～ 「1」

(2)不動産所得者

①脂定条件） （島弼1年分） （所得の鱗）

［基本2］→令和「5」年分「05」→不動産所得者「4」

②脂定条件） （登録コード番別 （年分）

［任意1］→獺署鋤「区分E｣ (20042)→「5」 「05」

③ 「次項目」→「実行」

傑件値（自）条件値（至)）

→ 「1」 ～ 「1」

2確定申告説明会案内対象者の抽出《条件設定例》

「業種別管理システム」を活用し、前年・前々年に連年来場した営業等所得者の抽出を行う。

①脂定条件） （息弼2年分） （所得の種類）

［基本2］→令和「5」年分「05」→営業等所得者「1」

② （指定条件） 燈録コード番引 （年分） （鮴値(自)鮴値(至) ） （論理演算子）

［任意1］→鯛溌醐｢剛EI (20042)→「5」 「04」 →「1」 ～ 「1」→AND｢1」→ ｢次項目」

③ (登録コード番副 （年分） （条件値（自）条件値（勤）

（20042）→ 「5」 「05」 → 「1」 ～ 「1」

｢次項目」→「実行」④

次の点に留意する。

1抽出件数は5,000件が限度である。

2抽出した日から5日以内（土・日は除く｡）に帳票編集し、 3日以内に出力する。

3処理日で起動するため最終事績を基に判断する。

伽えば修正申告については修正の申告事績入力分が対象となる｡）

(注）
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(由一覧に掴fる諸用綱主原則として確定申告鐸に常備するとともに､埋己以外畷者需こづ'､ても、必劉こ応じて備え付ける。
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区 分 名 称 等

申告書
師認も及ひ複興纈1回鵡擁定申告書､同控(第一表､第二調

i"I舟紡i…鵠(瀞､瀧隷#捌並(こIjz(1-1， 1－2，2－

、月l駁（第三表、

1， 2－2，4－1，4－

第四調

2，5－1，5－2，6，7）

手引き・書き方等

令和5年分月鵡税及び錘剛弼I廊認抑確定申告書の可弓|き

令和5年分師識及ひ復興4詔I蹄…錘申告書の手引き韻失申告用）

医療費控除を受けられる方へ

住宅借入…I腔除を受けられる方ﾝ、

諦付鎧空簾(ふるさと納税など）を受けられる方へ

令和5年分青色申告の決算の手引き（一般用、壷主義用）

令和5年分青色申告輝書の書き方(一般用、不動函ﾂ鵡用、…鵡用

令和5年分収支内訳評書き方(一般用、刀鋤…弓用、…f得用）

青色申告者のための貸借対照表ｲ…手引き

白色申告者の決算の壽|き（一般用、農業用）

令和5年分…§の申告のしかた(冒醗仮D

令和5年分……称需の申告のしかた（記俄側

令和5年分消蝿及U地方消費税唾申告の手引き（一般用、簡易課税

引き（一般用、農業用）

申告のしかた(冒醗仮，

手引き（一般用、簡易課税

）

用、 2認塒例用）

計算書･明細書等

●
●

の
①
●
●

所得の内訳書

医療費の明細書/セルフメディケーション秒佛ﾘの明細書

令和5年分所得税青色申告決算書(一般用､現金主義用、秘翻刊諦､農落y鵡用）
令和5年分収支内訳書(一般用、可…号用、農落ｦ鵡用）

土馳痔の聴号に要した借入鍔l仔の計算明細書

譲漉y鯛の内訳書確定申告書付…陣明細割【土地･建物用】

》
一
一
》

嬬 騎

峠
シ》

》

申睦く》
ｊ耐

の

》
》
》

・ 特定居住用財産の譲癖失の鐸の明細書く確定申告書付表＞幡定居住用財産の譲癖失の損益通算

及ひ“当溌用）／4詫居住用財産…失噸錨園算及〔…験の対象となる…計算書

・ 住宅借入…IM空除の計算明細書

・ 住宅ローン摺簾チェックシート

．…号の申告等についての回答

・ 課税取引金額計算表(…称号用、司勤翫昌用、需鵺用） 、消

・ 消認晒園付申告に関する明細書

翻鯛嬬種言罐

届出書・申請書等

更正の請求書

個人鐸の開騨等届出書

派号税・消錨…鈍の異動(変動

月禰税の青色申告承認申請書

青色鐸執雄者給与

給与支払…等の開

に関する申出書

出・変更届出雲

・廃止届出書

癖刊識の紳醐の特例の承認に関する申請雷翻糊の特夙瞳用者に係る綱限の特例に関する届出書

消識…者届出書 ・ 事業廃止届出書

消認;…者う鋤3届出書 ・ 消費穂轆蜂者鐵刀適用届出書

消費税簡易…1鹿罫届出書 ・ 消…易;錨1度鐵調酉用届出書

消認…識者でなくなった旨の届出書

納付書等 蛎曹瞬縫口幽踏鱸鶴榊曾謝,瀬割 ：
糾醐限・

クレジッ

納付手段チラシ

トカード納付周知チラシ

その他

・ 申告書収受時の確認事項チェックシート

・ 申請･届出鍔梗受時の確認事項チェックシート

自宅等からのe三1週x申告利用勧奨チラシ

スマホ申告系I開勧奨チラシ

･ e-Tbx利用の簡便{胴知チラシ

申告書を提出された方へのお知らせ兼eざIax利用徴澳チラシ

・ 周知用リーフレット（年金所得者申告手細雲制闘

・ 医疑謝郵余の提出蕊簡略ｲU司知チラシ

． 正しい決算のために

・ 周知用リーフレット債娠･帳簿等の保識1度）

・ 記隠俳摺帳陣業･不動産･農麹称諸用）

・ 記燭旨導の受識希望アンケート

■

｡

●

パンフ

パンフ

ﾘーフ

レット「消費税の…i識ﾘ度に対応した経理・申告ガイド」

レツ

レツ

ト I適格請求鍔保存方麺纒-インボイス制度の理解のために宗｣

ト「令和5年10月1日インボイス制度開蜘

・ 周知用リーフレット （｢国外財濁ﾖ識1度」のあらまし）

・ 国外財産調書合計表、国外財産調書、 「国外財産調調の記載例

・ 周知用リーフレット （｢財産鰯調書制度」のあらまし）

・ 財産債務調書合:懐､財産値務調書側産慨携淵謝の記載例
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庁へルプデスクの対応範囲等

1 庁へルプデスクの対応範囲

(1) e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナー（以下「作成コーナー等」 という｡）の事前準備、

送信方法 エラー解消などのシステムやソフトウェアの使い方に関する問合せ

(2) 作成コーナー等の利用者が、 源泉徴収票や各種所得控除証明書等に基づき 、記載されている

控除の対象になる収入金額や証明額等を

か否か、どちらの控除どちらの控除

入力する方法に関する問合せ (申告要否や所得区分、

を適用するのが有利かなど、 判断を要する相談を除く。 ）

(3) 庁へルプデスクで対応可能な問合せは、以下のとおり

イ事前準備セットアップに係る問合せ（スマホ・タブレットを含む｡）

ロ 申告書等の送信・印刷に関する問合せ

ハエラーに関する問合せ（事象を含む。 ）

二e-Taxソフト・作成コーナーの使い方（機能の説明）やe-Tax概要等

例:e-Taxで医療費控除の申告をしたい、スマホで申告をしたい、など

ホ作成コーナーの入力方法（画面誘導）

例：医療費はどこに入力するのか、決算書はどこで作成するのか、など

※庁へルプデスクでは、紬税者とともに画面を確認しながら問合せに対応しており、納税者の手元に

源泉徴収票や各種所得控除証明書等を準備した上で問い合わせる必要があることに留意

2庁へルプデスクヘの案内に係る留意事項等

（1） 庁へルプデスクの案内先

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク（庁へルプデスク）

【電話番号】 0570-01-5901 （ナビダイヤル）

上記ナビダイヤルがつながらない場合は、 03-5638-5171を案内する。

※ナピダイヤルは、固定電話からは3分間8．5円(税込9.35円)、携帯電話からは20秒10円(税込11円）

の通話料金となる。携帯電話からナビダイヤルに電話すると通話料が高い、などの話が納税者からあった

場合は、上記03-5638-5171の番号を案内する。

(2) 庁へルプデスク案内時の留意事項

事前準備、送信方法、エラー解消などのシステムやソフトウェアの使い方に関する質問につ

いて、庁へルプデスクを案内する場合は、以下の点に留意する。

・ 税務相談等のその他の問合せがある場合、庁へルプデスクで回答ができず、他の窓口を案

内することとなるため、利用者に対して、 e-Taxホームページに掲載されている内容を事前

に確認の上、問合せを行うよう誘導する。

e-Taxホームページ掲載箇所

ホーム＞お問い合わせ> e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

https;//www・e-tax.nta.go・jp/toiawase/toiawase2.htm

1
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・ 電話による問合せが難しい利用者については、電子メールによる問合せを案内する。

なお、電話による問合せを案内する際と同様に、メールによる回答ができず、他の窓口を

案内する場合があるため、 e-Taxホームページに掲載されている内容を事前に確認の上、問

合せを行うよう誘導する。

e-Taxホームページ掲載箇所

ホーム＞お問い合わせ＞電子メールによるお問い合わせ

https://www.e-tax・nta.go.jp/toiawase/toiawase3.htm

・ 庁へルプデスクは一般利用者の専用窓口であり、利用者からの質問に対しては、大阪局W

ANの「e-TaxNAVI」に掲載されている「FAQ集」に準じて回答している。

特に、確定申告期においては利用者からの問合せが集中するため、署の職員から庁へルプ

デスクヘの問合せがあった場合は、 「FAQ集」を開くまでの画面遷移及び問合せに該当す

るFAQ番号の案内をするに留めている。このことから、確定申告期においては「FAQ集」

の、より一層の活用に努める。

＜参考情報＞案内先を間違いやすい質問

【ハードウェア・ソフトウェアに関する質問】

･ PC、スマホ、タブレットの操作方法

＝〉ハードウェアのサポートセンターを案内

･ PDF閲覧ソフトやオフィスソフト等の民間ソフトウェアのインストール方法・操作方法

→ソフトウェア販売会社のサポートセンターを案内

･ ICカードリーダーのドライバソフトのインストール、マイナンバーカードの差し込み方法等

- ICカードリーダーのメーカーサポートセンターを案内

･ ICカードリーダー及びスマートフォンがマイナンバーカード読取り可能かどうか

＝〉公的個人認証サービスのポータルサイト (https://www.jpki.go.jp/)の、 ICカード

リーダライタの一覧表の改訂履歴を案内

【マイナンバーに関連する質問】

・ マイナンバーカードの申請、更新、有効期限及び、マイナポータルAPのインストールや

操作法

→マイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）を案内

【その他】

・ 国税クレジットカードお支払サイト (https://kokuzei・noufu.jp/)の操作方法

＝〉国税庁HPのクレジットカード納付のQ&Aを案内

(Q&Aの掲載場所）

国税庁HPホーム/税の情報・手続・用紙／納税・納税証明書手続／納税証明書及び納

税手続関係／クレジットカード納付の手続／クレジットカード納付のQ&A

https://www・nta・go・jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/credit.htm

※案内しても不明な場合は、委託先を案内する（トヨタファイナンスお客様相談窓口

東京03-5617-2533名古屋052-239-2533)。ただし、 自身の税額に関しての問合せな

ど、税務相談に該当するものは税務署を案内する。

2
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令和5年分確定申告期における閉庁日対応一覧

1 自署（単独）において閉庁日対応を行う署（15署）

(注） 【 】書きの税務署は、署外会場を示す。

2合同会場において閉庁日対応を行う署（41署）

－89－

署 名

京 都府下 宇治

大阪府下 豊能、 【吹田】 、枚方、茨木、八尾、 【富田林】 、 【門真】 、東大阪

兵庫県下 【姫路】、 【尼崎】、明石、 【伊丹】、 【加古川】

和歌山県下 和歌山

集 約 化 署 開設場所

滋賀県下 大津、草津 大津税務署

京都府下 上
申 二

尿、 左 泉■ 、 中京、東山、下京、右京、伏見 西陣織会館

大阪府下

堺、泉大津

岸和田、泉佐野

大阪福島、西、港、天王寺、浪速、西淀川、

東成、生野、旭、城東、阿倍野、住吉、東住吉、

西成、東淀川、北、大淀、東、南

堺税務署

岸和田税務署

梅田スカイビル

タワーウエスト

兵庫県下

西宮、芦屋

灘、兵庫、長田、須磨、神戸

西宮税務署

神戸サンボーホール

奈良県下 奈良、葛城 奈良税務署


